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Ⅰ．総  論                                                                

 

１．社会的気運の醸成 

 

(１) 「カエル！ジャパン」キャンペーンの実施 

①「カエル！ジャパン」キャンペーンの実施【継

続】〔内閣府〕 

仕事と生活の調和について社会全体での取組を

推進するための国民運動を一層効果的に進めるた

め、「カエル！ジャパン」というキーワードの下、

シンボルマーク・キャッチフレーズを策定し、ホ

ームページ、シンポジウム、各種資料において活

用することにより、運動全体を統一的に推進して

います。 

2008 年６月にスタートした国民参加型の運動

である「カエル！ジャパン」キャンペーンに賛同

した企業・団体等は、2017年1月末現在で2,953

件となりました。 

 

 

 

 

 

詳細は… 

http://wwwa.cao.go.jp/wlb/change_jpn/download/douny

u.html 

 

② 仕事と生活の調和ポータルサイトの運営【継

続】〔内閣府〕 

仕事と生活の調和ポータルサイトにおいて、国

の施策、調査・研究、各主体の取組、「カエル！ジ

ャパン」キャンペーンやメールマガジンなど仕事

と生活の調和に関する様々な情報を発信していま

す。 

詳細は… 

http://wwwa.cao.go.jp/wlb/ 

 

③ 「カエルの星」認定事業【2013年度限り】〔内

閣府〕 

部・課・班・チーム等（以下、「チーム」とい

う。）単位で、日々の仕事を見直し、業務の効率

化を進めることも「長時間労働の縮減」や「年次

有給休暇の取得促進」に大きな効果が期待されま

す。そのため、「カエル！ジャパン」キャンペー

ンと連携し、業務効率化など働き方の見直しに取

り組む事例を公募し、好事例について「カエルの

星」に認定しました。この取組は、企業等に広く

情報提供することで、同様の取組を促し、仕事と

生活の調和の取組を推進しています。 

   

(２) 広報番組の放送・資料の配布等の情報発信

【継続】〔内閣府〕 

仕事と生活の調和をテーマにした政府広報番組

の放送、広報誌「共同参画」等への記事掲載のほ

か、セミナー・講演会・シンポジウム等で「仕事

と生活の調和（ワーク･ライフ･バランス）レポー

ト2015」を配布しました。 

 

(３) シンポジウム等の開催等【継続】〔内閣府〕 

①男女共同参画促進を支援するアドバイザーの派

遣 

地域における男女共同参画を促進するため、地

域おこし、まちづくり、ワーク・ライフ・バラン

ス等の地域の様々な課題の解決に向けて、男女共

同参画の視点を取り入れる実践的な活動を展開し

ていくことが重要となります。 

そのため、地方公共団体、民間団体等の求めに

応じ、地域の課題解決のためのセミナー、意見交

換会、勉強会等の活動に適切な助言ができるアド

バイザーを派遣しています。 

 

②男女共同参画の推進を図るためのシンポジウム

等の実施 

2016 年度は、「国・地方連携会議ネットワーク

を活用した男女共同参画推進事業」において、起

業支援など経済分野における女性の活躍促進、理

系分野や法曹分野におけるワーク・ライフ・バラ

ンスや就職状況などの説明会を含めた女子学生・

生徒への進路選択支援など、各分野における男女

〔「カエル！ジャパン」キャンペーン ロゴマーク〕 
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共同参画の推進に資するシンポジウム等を、計６

か所で開催しました。 

 

③「輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会 

行動宣言」賛同者による取組と報告書等の作成 

2016年は、賛同者拡大ミーティングを開催した

ほか、賛同者による女性活躍シンポジウムやイベ

ント等への登壇等を積極的に推進し、ワーク・ラ

イフ・バランスの推進、組織の意識変革など、女

性活躍を進める上でトップ自らが率先して行動す

ることの重要性について普及啓発等を行いました。

また、行動宣言の概要を紹介するリーフレットや、

賛同者の取組好事例をまとめた報告書を作成しま

した。 

 

④「家族の日」「家族の週間」の実施 

子供と子育てを応援する社会の実現のためには、

子供を大切にし、社会全体で子育てを支え個人の

希望が叶えられるバランスの取れた総合的な子育

て支援を推進するとともに、多様な家庭や家族の

形態がることを踏まえつつ、生命を次代に伝え育

んでいくことや、子育てを支える家族と地域の大

切さが国民一人ひとりに理解されることが必要で

ある。このような観点から2007年度より、11 月

第３日曜日を「家族の日」、その前後各１週間を「家

族の週間」と定め、この期間を中心に様々な啓発

活動を展開し、家族や地域の大切さ等について理

解の促進を図っている。 

2016年度には、三重県と共催で「家族の日」フ

ォーラムの開催や作品コンクール表彰式を行いま

した。 

 また、「家族の日」「家族の週間」ロゴマークを

活用し、広く認知啓発活動を行い、家族や地域の

大切さ等についての理解の促進、機運の醸成を図

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

２．仕事と家庭の両立支援の促進と両立できる環

境の整備 

 

(１) 育児・介護休業法の施行と周知徹底【継続】

〔厚生労働省〕 

少子化対策の観点から喫緊の課題となっている

仕事と家庭の両立支援等を一層進め、男女ともに

子育て等をしながら働き続けられる雇用環境を整

備するため、企業において育児・介護休業法に沿

った措置等の規定が適切に整備され、制度として

定着するよう、法の周知・徹底を図っています。 

なお、育児・介護休業法については、介護休業

の分割取得やパート、派遣、契約社員など雇用期

間に定めのある労働者（以下「有期契約労働者」

という。）の育児休業の取得要件の緩和等の拡充を

図った改正育児・介護休業法が、2017年１月１日

から施行されています。 

詳細は… 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000

130583.html 

 

有期契約労働者の育児休業、介護休業の取得要

件の緩和を含めた改正育児・介護休業法の内容に

ついては、パンフレットの配布や説明会の開催な

どにより、労働者や事業主に対し、周知・徹底を

図っています。 

詳細は… 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphl 

et/index.html 

 

さらに、育児休業、介護休業等を取得できない

有期契約労働者においても、雇用契約期間内であ

れば、誰でも産前・産後休業をとることができる

ことから、パンフレット等により、その旨の周知

を行っています。 

 

(２) 第４次男女共同参画基本計画における位置

づけ（仕事と生活の調和関係）【継続】〔内閣府〕 

 男女共同参画社会基本法に基づく第４次男女共

同参画基本計画（2015 年 12 月閣議決定）では、

計画全体における共通の課題として、「男性中心型

労働慣行等の変革と女性の活躍」を新たに冒頭の

〔「家族の日」「家族の週間」ロゴマーク〕 
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第１分野に位置付けました。我が国に依然として

根付いている「長時間勤務や転勤が当然とされて

いる男性中心の働き方等を前提とする労働慣行」

を変革するため、「長時間労働を削減するとともに、

個々人の事情や仕事の内容に応じてＩＣＴサービ

スを活用するなどにより、多様で柔軟な働き方が

選択できるよう、働き方改革を推進する」ことと

しています。 

また、第３分野「雇用等における男女共同参画

の推進と仕事と生活の調和」においても、その中

の「１ Ｍ字カーブ問題の解消等に向けたワー

ク・ライフ・バランス等の実現」において、施策

の基本的方向として「働きたい女性が仕事と子育

て・介護等の二者択一を迫られることなく働き続

け、その能力を十分に発揮することができるよう、

『仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）

憲章』及び『仕事と生活の調和推進のための行動

指針』（2007 年 12 月 18 日仕事と生活の調和推進

官民トップ会議策定）を踏まえ、長時間労働の削

減や生産性の向上に向けた効率的な働き方の推進

等によるワーク・ライフ・バランス及びライフイ

ベントに対応した多様で柔軟な働き方の実現を図

る」こととし、具体的な取組として、 

・ワーク・ライフ・バランスの実現のための、長

時間労働の削減等のための法改正等に向けた取

組 

・多様で柔軟な働き方の実現のための、育児休業・

介護休業等の取得促進に向けた法的措置を含め

た取組 

等を挙げています。 

第
１
部

基
本
的
な
方
針

① 男女が自らの意思に
基づき、個性と能力を十
分に発揮できる、多様
性に富んだ豊かで活力
ある社会

② 男女の人権が尊
重され、尊厳を持っ
て個人が生きること
のできる社会

③ 男性中心型労
働慣行(注)等の変革等
を通じ、仕事と生活の
調和が図られ、男女が
共に充実した職業生
活その他の社会生活
及び家庭生活を送る
ことができる社会

④ 男女共同参画を我が
国における最重要課題
として位置づけ、国際的
な評価を得られる社会

① 女性の活躍推進のためにも男性の働き方・暮らし
方の見直しが欠かせないことから、男性中心型労働
慣行(注)等を変革し、職場･地域･家庭等あらゆる場面
における施策を充実

② あらゆる分野における女性の参画拡大に向けた、
女性活躍推進法の着実な施行やポジティブ・アク
ションの実行等による女性採用・登用の推進、加え
て将来指導的地位へ成長していく人材の層を厚くす
るための取組の推進

③ 困難な状況に置かれている女性の実情に応じたき
め細かな支援等による女性が安心して暮らせるため
の環境整備

④ 東日本大震災の経験と教訓を踏まえ、男女共同参
画の視点からの防災・復興対策・ノウハウを施策に
活用

⑤ 女性に対する暴力の状況の多様化に対応しつつ、
女性に対する暴力の根絶に向けた取組を強化

⑥ 国際的な規範・基準の尊重に努めるとともに、国
際社会への積極的な貢献、我が国の存在感及び評価
の向上

⑦ 地域の実情を踏まえた主体的な取組が展開される
ための地域における推進体制の強化

４次計画で改めて強調している視点

第４次男女共同参画基本計画（概要）

（注） 勤続年数を重視しがちな年功的な処遇の下、 長時間勤務や転勤が
当然とされている男性中心の働き方等を前提とする労働慣行。

男女共同参画社会基本法に基づき、施策の総合的かつ計画的推進を図るため、平成37年度末までの「基本的な考え
方」並びに平成32年度末までを見通した「施策の基本的方向」及び「具体的な取組」を定めるもの。

目指すべき社会

〔平成27年12月25日閣議決定〕

 

 

(３) 女性活躍推進法におけるワーク・ライフ・バ

ランスの位置付け【継続】〔内閣府〕 

「女性の職業生活における活躍の推進に関する

法律」（平成27年法律第64号。以下、「女性活躍

推進法」という。）が成立し（2015年8月28日）、

2016年4月1日から完全施行されました。女性活

躍推進法では、国・地方公共団体、大企業といっ

た各事業主に対し、女性の採用・登用などの状況

を自ら把握し、課題を分析した上で、その結果を

踏まえ、数値目標の設定を含めた行動計画を策

定・公表することや、女性の職業選択に資する情

報を公表すること等を義務付けています。 

     女性活躍推進法では、職業生活と家庭生活との

両立を図るために必要な環境の整備により、職業
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生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立を可能

にすることを基本原則の一つに掲げています。事

業主行動計画を策定するに当たっては、労働時間

の状況を「まず把握する項目」として位置付けて

おり、行動計画の策定を行う全ての事業主に、長

時間労働等に係る課題がないか分析を行うことを

求めています。行動計画の策定率は、国の機関、

都道府県・市町村（首長部局）で 100％、民間事

業主（労働者 301 人以上）で 99.8％（2016 年 12

月末現在）【P】となっています。また、女性の職

業選択に資する情報を中心に「見える化」を推進

しており、事業主により公表された労働時間の状

況を一覧で比較することができます。 

詳細は… 国、地方公共団体（特定事業主）：女性活躍推

進法「見える化」サイト 

http://www.gender.go.jp/policy/suishin_law/index.html 

詳細は… 民間企業等（一般事業主）：女性の活躍推進

企業データベース 

http://www.positive-ryouritsu.jp/positivedb/ 

また、女性活躍推進法及び「女性の活躍推進に

向けた公共調達及び補助金の活用に関する取組指

針」（2016 年 3 月 22 日すべての女性が輝く社会

づくり本部決定。以下「取組指針」という。）に

基づき、国の調達のうち、総合評価落札方式・企

画競争による調達で、えるぼし認定企業等ワー

ク・ライフ・バランス等推進企業を加点評価する

取組を実施しています。また、今後、独立行政法

人等での実施のほか、地方公共団体、民間企業等

の調達においても、同様の取組が進められるよう

働きかけを行っていきます。（p45参照） 

さらに、女性活躍推進法に基づく「女性の職業

生活における活躍の推進に関する基本方針」（2015

年９月25日閣議決定）でも、事業主の取組に必要

な視点として、働き方を改革し、男女ともに働き

やすい職場を目指すこと、男性の家庭生活への参

画を強力に促進すること、育児・介護等をしなが

ら当たり前にキャリア形成できる仕組みを構築す

ることを掲げています。また、行政の役割として、

職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な

環境整備を図ることを挙げ、男性の意識と職場風

土の改革、ハラスメントの無い職場の実現等の施

策を実施することとしています。地方公共団体に

おいては、基本方針等を勘案して、当該区域内の

施策についての推進計画を策定するよう努めるも

のとされており、都道府県においては、2017年度

中に100％策定見込みとなっています。 
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 (４) 女性活躍加速のための重点方針におけるワ

ーク・ライフ・バランスの位置付け【継続】〔内

閣府〕 

総理を本部長とする「すべての女性が輝く社会

づくり本部」において「女性活躍加速のための重

点方針2016」（以下「重点方針2016」という。）

が決定されました（2016年5月20日）。「女性

活躍加速のための重点方針」は、各府省の概算要

求への反映を図り、女性の活躍を加速するために

昨年度から策定しており、「重点方針2016」は、

①あらゆる分野における女性の活躍に向けた、多

様な働き方の推進、男性の暮らし方・意識の変革

や、女性の参画拡大・人材育成、②女性の活躍を

支える安全・安心な暮らしの実現、③女性活躍の

ための基盤整備という観点から取りまとめられま

した。 

「重点方針2016」では、官民で連携し、仕事と

子育て、介護等を両立できる環境の整備や、長時

間労働の削減や柔軟な働き方の実現を図ってい

くとともに、仕事や家事・育児等に対する男性の

意識改革を強力に促していくなどの施策に取り

組んでいくこととしています。 

また、女性の活躍推進の前提となるワーク・ラ

イフ・バランスの実現については、公共調達等に

おいて、女性活躍推進法に基づくえるぼし認定等

企業を加点評価する取組を着実に実施すること

としており、同方針に基づき女性活躍、ワーク・

ライフ・バランスの推進を更に加速していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・子ども・子育て支援新制度における幼児教育・保育等の
「量的拡充」及び「質の向上」を確実に実施

・待機児童の解消や介護離職ゼロに向けた保育士や介護
人材の待遇改善等

・子育て関連の申請手続をオンラインで一括して行える
ワンストップ化の検討・実施

・税制や社会保障制度等の見直しに向けた取組
・個人所得課税における諸控除の在り方の見直しに向けた
国民的議論を促進

・被用者保険の適用拡大（キャリアアップ助成金も活用）
・労使による配偶者手当の在り方の検討を促進

・通称使用の拡大：マイナンバーカードに本人からの届出に
より旧姓併記が可能となるよう速やかに必要な準備を進める

女性活躍加速のための重点方針2016

１．多様な働き方の推進、男性の暮らし方・意識の変革
・同一労働同一賃金の実現に向けた取組による非正規雇用労働者として働いている女性の待遇改善や、女性の正社員転換
・長時間労働の削減に向けた時間外労働規制の在り方についての再検討、法定労働条件の履行確保のための監督指導体制の充実強化等
・公共調達等を活用したワーク・ライフ・バランス等推進の加速

（独法等での取組の平成29年度からの原則全面実施、地方公共団体・東京オリンピック・パラリンピック関連や民間での取組促進）
・育児・介護休業等の取得促進、男性の家事・育児等への参画促進に向けた企業や経済団体等との連携等

２．あらゆる分野における女性の参画拡大・人材育成
・組織トップ自ら女性活躍に取り組むムーブメントの全国拡大及び「地域版男性リーダーの会(仮称)」形成の推進等連携の促進
・女性リーダー育成モデルプログラムの作成及び普及や、役員候補段階の女性を対象にしたリーダー育成研修等の先進的な取組の推進
・女性活躍を推進する企業が資本市場でより評価されるよう、女性役員情報の一元的な提供
・「女性起業家等支援ネットワーク」を全国に構築するなど、女性の新しいキャリア・ステージの形である起業への支援強化

・性犯罪等被害者のためのワンストップ支援センターの各都
道府県最低１か所設置に向けた未設置自治体への働きかけ
・配偶者暴力などの個別事案対応を含めた関係機関間の連
携方策の検討・共有など地域連携体制の整備
・被害者支援としての加害者更生に関する取組の具体化
・児童の性に着目した新たな形態の営業（※いわゆるＪＫビジネスと呼

称されている営業等）などに係る実態の把握、児童の性的搾取等に
係る対策の推進
・ひとり親のための相談窓口のワンストップ化等「ひとり親・多
子世帯等自立応援プロジェクト」に基づく総合的支援の実施
・男女共同参画の視点からの熊本地震の被災地支援
・女性活躍の基盤である健康について生涯にわたる包括的支援

Ⅱ 女性の活躍を支える安全・安心な暮らしの実現

１

（平成28年５月20日すべての女性が輝く社会づくり本部決定）

女性が自らの希望や夢を実現できる社会をオール・ジャパンで実現。 国レベルの取組の加速とともに、地方
（都道府県→市町村）、民（大企業→中小企業）へ全国展開。
○ 女性活躍推進法や第４次男女共同参画基本計画、公共調達に関する指針等に基づく取組の加速化とターゲットの拡大

Ⅰ あらゆる分野における女性の活躍

Ⅲ 女性活躍のための基盤整備
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(５) 「少子化社会対策大綱の推進【継続】〔内閣

府〕 

2015 年３月 20 日、新たな少子化社会対策大綱

を閣議決定しました。個々人が希望する時期に結

婚でき、かつ、希望する子供の数と生まれる子供

の数との乖離をなくしていくための環境を整備し、

国民が希望を実現できる社会をつくることを、少

子化対策における基本的な目標としています。妊

娠・出産、子育て支援というこれまでの対策に加

え、それ以前の結婚への支援を含め、一人一人の

各段階に応じた支援を切れ目なく行うこととして

います。５年間を「少子化対策集中取組期間」と

位置づけ、重点課題を設定して政策を効果的かつ

集中的に投入するとともに、長期的な展望を持っ

て、継続的かつ総合的に少子化対策を進めている

ところです。  

 

重点課題の１つには、男女の働き方改革を掲げ

ています。長時間労働の是正、人事評価制度の見

直しなど経営者・管理職の意識改革、配偶者の出

産直後の男性の休暇取得による育児参画促進など、

男性の意識・行動改革に取り組むとともに、「ワー

ク・ライフ・バランス」・「女性の活躍」を推進し、

多様なライフスタイルが選択できる環境整備を図

ることとしています。 

急速な少子化の進行、待機児童問題、子ども・

子育てをめぐる教育・保育の質の維持・向上、仕

事や子育てを両立できる環境の整備が必ずしも十

分ではないこと等を背景に、2012年８月に、幼児

教育・保育、地域の子ども・子育て支援の質・量

の充実を目的として、①認定こども園、幼稚園、

保育所を通じた共通の給付及び小規模保育等への

給付の創設、②認定こども園制度の改善、③地域

の実情に応じた子ども・子育て支援の充実等を主

な内容とする子ども・子育て関連３法が成立しま

した。 

その後、消費税率の引上げが延期される中にあ

って、「量的拡充」はもちろん、消費税率 10％へ

の引上げを前提とした「質の向上」を全て実施す

るために必要な予算を確保した上で、2015年４月

に子ども・子育て支援新制度が施行されました。

施行後は各自治体において直面している運営上の

課題等に関する情報交換・意見交換などを行い、

状況の把握に努めるとともにパンフレットやＱ＆

Ａの作成、説明会の開催等を通じて、保護者や事

業者、自治体等の関係者に新制度の周知を図り、

制度の円滑な運用に努めています。 

 

また、新制度の施行にあわせて、内閣府に「子

ども・子育て本部」を設置し、認定こども園、幼

稚園、保育所に対する共通の給付や小規模保育等

への給付等の財政支援を内閣府に一本化しました。

一方で、学校教育法体系及び児童福祉法体系との

整合性を確保する観点から、文部科学省及び厚生

労働省と引き続き密接な連携を図りながら事務を

実施していくこととしています。 

さらに、子ども・子育て支援法の一部を改正

する法律の成立により、2016年４月から事業主

拠出金制度を拡充し、事業所内保育業務を目的

とする施設等の設置者に対する助成及び援助を

行う事業（「仕事・子育て両立支援事業」）を創

設しました。これにより、５万人分の保育の受

け皿整備など子ども・子育て支援の提供体制の

充実を図っています。
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(６) 次世代育成支援対策の推進、先進企業の表彰

【継続】〔厚生労働省〕 

①次世代育成支援対策の推進 

次世代育成支援対策推進法では、常時雇用する

労働者が101人以上の企業に対し、労働者の仕事と

子育ての両立支援に関する取組を記載した一般事

業主行動計画の策定、届出、公表、周知が義務付

けられています。 

詳細は…

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/i

ndex.html 

  

2016年12月末現在、101人以上の企業の一般事業

主行動計画の届出率は97.8％で、このうち、301

人以上の企業の届出率が98.7％、101人以上300人

以下の企業の届出率は97.4％となっています。ま

た、一般事業主行動計画を策定し、その行動計画

に定めた目標を達成するなどの一定の要件を満た

した場合、次世代育成支援対策推進法に基づく認

定を受け、認定マーク「くるみん」を取得するこ

とができます。この認定を受けた企業の数は、2016

年12月末現在、2,634社となりました。また、2015

年４月１日から施行された改正法により、より高

い水準の両立支援の取組を行い、一定の要件を満

たした場合、特例認定を受け、認定マーク「プラ

チナくるみん」を取得することができるようにな

りました。この認定を受けた企業の数は、2016年

12月末現在、108社となっています。 

   

引き続き、より多くの企業が認定を目指して取

組を行うよう、くるみんマークやプラチナくるみ

んマークの周知・啓発を図っています。 

 

 

 

 

詳細は…

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koy

ou_roudou/koyoukintou/pamphlet/26.html 

 

②子育てサポート企業に対する税制優遇制度 

厚生労働省告示において規定した次世代育成支

援に資する一定の資産を、行動計画に記載し、行

動計画期間内に導入し認定を受けた場合、当該資

産について、くるみん認定の場合は認定日を含む

事業年度（１年間）に18～32％、プラチナくるみ

ん認定を受けた場合は認定日を含む事業年度から

３年間に 12％又は 15％の割増償却ができる税制

優遇制度（くるみん税制）を実施しており、従業

員の仕事と子育ての両立のための環境整備に積極

的な企業を支援しています。 

詳細は… 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000

0082765.html/ 

 

③先進企業の表彰（均等・両立支援企業表彰(ファ

ミリー・フレンドリー企業部門）） 

「仕事と育児・介護との両立支援のための取 

組」について、他の模範ともいうべき取組を推進

している企業を表彰し、これを広く国民に周知す

ることにより、男女ともにそれぞれの職業生活の

全期間を通じて持てる能力を発揮できる職場環境

の整備の促進に資することを目的に「均等・両立

推進企業表彰」を毎年実施しています。 

詳細は…http://www.positive-ryouritsu.jp/award/ 

 

(７) 男性の育児休業の取得促進【継続】〔厚生労

働省〕 

積極的に育児を行う男性を応援し、男性の育児

休業取得を促進するため2010年６月から「イクメ

ンプロジェクト」を実施しています。具体的には、

企業等に対する、表彰の実施による先進的な取組

の周知やセミナー開催等による情報提供、公式サ

イトやハンドブック作成等の広報による情報発信

等により、男性の仕事と育児の両立の推進を図っ

ています。 

公式サイトでは、イクメン宣言及び育児・育児

休業体験談やイクメンサポーター宣言を募集・掲

〔認定マーク「くるみん」〕 〔認定マーク「プラチナくるみん」〕
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載していますが、2015年度末時点で、イクメン宣

言の登録は1,953件、育児・育児休業体験談を投

稿された方の中から選考された「イクメンの星」

は27名となっています。 

詳細は… http://ikumen-project.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度は、企業等が活用できる研修等資料の

作成、公式サイトのリニューアルやスマートフォ

ンサイトの新設を行ったほか、男性労働者の仕事

と育児の両立を積極的に支援し、業務改善を図る

企業を表彰する「イクメン企業アワード」や、管

理職を表彰する「イクボスアワード」の実施など

を通じて、男性が仕事と育児を両立できる職場環

境の整備を進めています。 

このほか、「イクメンの星」による大学出前講

座等、これから社会に出る学生が、仕事と育児の

両立の重要性を考える機会を設けるなど、男性が

積極的に育児を行う、また育児休業等を取得しや

すい社会にするための活動を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

(８) 育児休業給付金の支給【継続】〔厚生労働省〕 

労働者が育児休業を取得しやすくし、職業生活

の円滑な継続を援助、促進するために、育児休業

給付金を支給しています。なお、2014年４月より、

男女ともに育児休業を取得することを更に促進す

るため、休業開始後６月について、給付割合を

50％から 67％に引き上げる拡充策を実施してい

ます。 

2015年度 初回受給者数 303,143人  

支給額   412,300,202千円 

詳細は… 

https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_con

tinue.html#g2 

 

(９) 育児休業等を理由とする解雇等不利益取扱

いへの対応【継続】〔厚生労働省〕 

育児・介護休業法では、育児休業等の申出をし

たこと又は取得したこと等を理由とする解雇その

他不利益取扱いを禁止しています。 

その他不利益な取扱いの例として、期間を定め

て雇用される者について契約を更新しないこと、

労働契約内容の変更を強要すること、自宅待機を

命ずること、降格、減給、賞与等における不利益

な算定を行うこと等が挙げられます。 

2014年10月に妊娠・出産等を理由とする不利益

取扱いに関して初の最高裁判決が出されたことを

踏まえ、2015年１月には育児休業等を「契機とし

て」なされた不利益取扱いは原則として法違反と

なることを通達で明確化し、さらに2017年１月に

施行された改正育児・介護休業法では、派遣先の

事業主に対しても不利益取扱いの禁止を義務づけ

ました。都道府県労働局雇用環境・均等部（室）

（以下「雇均部（室）」という。）では、育児休業

等を理由とする不利益取扱いに関する法違反に対

して厳正な指導を行うとともに、労働者と事業主

の間の紛争を迅速に解決するため、労働局長によ

る紛争解決の援助や両立支援調停会議による調停

を行っています。 

2015年度に雇均部（室）に寄せられた育児・介

護休業法関係の相談は51,478件で、このうち不利

益取扱いに関する相談が3,686件でした。 

また、労働局長による紛争解決の援助の申立受

理件数は221件で、このうち不利益取扱いに関する

ものが136件でした。 

このほか、両立支援調停会議による調停の申請

受理件数は５件で、このうち「育児休業に係る不

利益取扱い」が２件でした。 

 

(10) 仕事と家庭を両立しやすい環境整備の支援

〔イクメンプロジェクトロゴマーク〕 
 

〔イクメン企業アワードロゴ〕 〔イクボスアワードロゴ〕 
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【拡充】〔内閣府・厚生労働省〕 

①両立支援等助成金等を通じた支援 

仕事と家庭の両立支援に取り組む事業主に対し

て、助成金の支給による支援を行っています。 

 

○事業所内保育施設設置・運営等支援助成金 

2015年度 支給件数： 626件 

労働者のための保育施設を事業所内に設置、

増築、運営を行う事業主または事業主団体に、

その費用の一部を助成（2016年度以降の企業主

導型保育事業（内閣府）の新規受付期間中は、

新規受付を停止中） 

 

〇企業主導型保育事業 

2016年度新規 助成決定数：424件 

 夜勤等の時間帯のずれた働き方、休日等の利

用、短時間等の非正規社員の利用など、従業員

の多様な働き方に応じた保育の提供が可能とな

るよう、企業が主導して設置する事業所内保育

施設について、その整備・運営に係る費用の一

部を助成。 

 

○出生時両立支援助成金 

 2016年度新規 

  男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風

土作りに取り組み、子の出生後に育児休業を取

得した男性労働者が生じた事業主に一定金額を

助成 

 

○介護離職防止支援助成金 

 2016年度新規（第２次補正予算） 

  仕事と介護の両立のための職場環境整備に取

り組むとともに、介護に直面する労働者の「介

護支援プラン」を作成・導入し、介護休業や介

護のための勤務制限制度を利用した労働者が生

じた事業主に一定金額を助成 

 

○中小企業両立支援助成金 

 2014年度 支給件数：1,418件 

・代替要員確保コース 

育児休業取得者の代替要員を確保し、育児休

業取得者を原職等に復帰させた事業主に一定金

額を助成 

・育休復帰支援プランコース（2014年２月から支

給） 

「育休復帰支援プラン」を策定及び導入し、

育児休業を取得・復帰させた事業主に一定金額

を助成 

 

詳細は…

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/k

odomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html 

 

②仕事と育児の両立支援 

両立支援の取組に対し、課題を抱える中小企

業を対象に、両立支援制度を利用しやすい職場

環境の整備・運用を効果的に取り組むことがで

きるよう、「育休復帰支援プラン」モデルを普及

させることにより、中小企業における仕事と育

児の両立支援の取組を促進しています。 

詳細は… 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0

000067027.html 

 

③両立支援総合サイトによる情報提供 

両立支援に関する情報を一元化した「両立支援

総合サイト（両立支援のひろば）」を運営すること

により、一般事業主行動計画等の企業の両立支援

の取組を公表する場を提供するとともに、両立指

標（企業における「仕事と家庭の両立のしやすさ」

が診断できる指標）を広く普及させることにより、

各企業における自主的な取組を促進しています。 

詳細は…http://www.ryouritsu.jp/index.html 

  

④仕事と介護の両立支援 

企業向けの「介護離職を予防するための両立支

援対応モデル」の普及を図り、労働者が介護を理

由に離職することなく働き続けられる職場環境

の整備を行うとともに、個々の労働者のニーズを

踏まえた両立支援に活用できる「介護支援プラ

ン」モデルの普及を図ることにより、企業におけ

る仕事と介護の両立支援の取組を促進していま

す。 

さらに、仕事と介護を両立しやすい職場環境へ
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の取組への関心及び認知度を高め、介護離職を防

止するための取組に向けた社会的気運の醸成を図

るため、仕事と介護を両立できる職場環境の整備 

促進に取り組んでいる企業が使えるシンボルマー

ク（愛称：トモニン）の周知等を通じ、企業の取

組促進も行っています。 

 

詳細は… 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koy

ou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/index.html 

 

(11) 仕事と介護の両立支援ポータルサイトの運

営【継続】〔内閣府〕 

介護休業や介護保険等の制度やサービス等、仕

事と介護の両立に資する法制度情報や介護サービ

ス等の支援情報は、国、地方公共団体、民間組織、

ＮＰＯ等、様々な機関が提供していることから、

散在するこれらの情報を一元的に提供するための

コンテンツを運用し、仕事と介護の両立を希望す

る個人が各自の状況に応じ、関連する知識・情報

を得られるよう、仕事と生活の調和ポータルサイ

トで情報を発信しています。 

詳細は･･･ 

http://wwwa.cao.go.jp/wlb/ryouritsu/index.html 

 

(12) 介護保険制度の着実な推進【継続】〔厚生労

働省〕 

社会全体で高齢者介護を支える仕組みとして、

介護保険制度があります。仕事を持つ人の家族が

介護を要する場合、その家族が要介護認定や要支

援認定を受ければ、家族の状態や家庭の状況等に

応じてケアマネジャーが作成したケアプランに基

づいて、デイサービスやショートステイ等様々な

介護保険サービスを受けることが可能です。 

また、家族の介護についての相談や必要な情報

提供を受けることができる窓口として、市町村の

介護保険担当窓口や地域包括支援センターがあり

ます。市町村の窓口では、要介護認定の申請等に

ついての相談ができます。地域包括支援センター

では、介護保険に関する相談の他にも、虐待防止

や権利擁護のための総合相談・支援などを行って

おり、介護保険をはじめとした様々なサービスに

関する情報提供を行っています。 

2014年に成立した改正介護保険法では、地域包

括ケアシステムの構築及び介護保険制度の持続可

能性確保のため、家族の支援にもつながる認知症

施策の推進や生活支援の充実など地域支援事業の

充実、低所得者の一号保険料の軽減の強化、予防

給付のうち訪問介護及び通所介護の地域支援事業

への移行、特別養護老人ホームへの新規入所者を

原則要介護３以上の高齢者に限定すること及び所

得・資産のある人の利用者負担の見直し等を一体

的に行ったところです。 

 

高齢化の更なる進展により、認知症の人はます

ます増加することが見込まれています。認知症に

なっても住み慣れた地域のよい環境で暮らし続け

られるために、認知症の人やその家族に早期に関

わる「認知症初期集中支援チーム」を配置し、早

期診断・早期対応に向けた支援体制を構築すると

ともに、認知症の人やその家族、地域住民、専門

職等の誰もが参加できる「認知症カフェ」の普及

を図る等、認知症の人への支援をはじめ、その家

族の介護負担の軽減を図ることにしています。 

 

(13) 介護休業給付金の支給【継続】〔厚生労働省〕 

労働者が介護休業を取得しやすくし、職業生活

の円滑な継続を援助、促進するために、介護休業

給付金を支給しています。なお、2016年８月より、

介護離職を防止し、仕事と介護の両立を可能にす

るため、給付割合を50％から67％に引き上げる拡

充策を実施しています。 

 

2015年度 初回受給者数  10,365人 

     支給額   2,158,424千円 

詳細は… 

https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_con

tinue.html#g3 

＜シンボルマーク・トモニン＞ 
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３．働き方に中立的な社会保障制度の在り方の検

討 

 

(１) 短時間労働者への社会保険の適用拡大【継

続】〔厚生労働省〕 

2016 年 10 月からの大企業における短時間労働

者への適用拡大の施行に加えて、中小企業におけ

る短時間労働者についても、労使の合意に基づき

企業単位で被用者保険の適用拡大の途を開くこと

を可能とする「公的年金制度の持続可能性の向上

を図るための国民年金法等の一部を改正する法

律」が成立し、2017年４月から施行する予定です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(１) 中小企業対策の実施【継続】〔経済産業省〕 

ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて、中

小企業における多様な働き方の推進に取り組み

ます。 

 

（主な実施事項） 

①兼業・副業を通じた創業・新事業創出に関する

研究会 

兼業・副業を通じた創業や新事業の立ち上げを

行った個人、兼業・副業を積極的にサポートする

事業者、学識経験者による研究会を開催し、兼

業・副業を通じた創業・新事業創出の促進におけ

る課題や必要な支援策等を整理し、政策提言を行

います。 

 

② 中小企業・小規模事業者の人手不足への対応

研究会 

多様な求職者(女性・高齢者等)から選ばれる職場

づくりや生産性向上による人手不足対応につい

て、実態と政策課題を抽出･分析し、政策提言を

行います。 

 

  

 (１)「労働時間等見直しガイドライン」の周知・

啓発【継続】〔厚生労働省〕 

年次有給休暇を取得しやすい環境の整備に向け

た関係者の取組の促進を図ることを目的として、

2010年３月に「労働時間等見直しガイドライン」

を改正しました。労使の自主的な取組を通じた所

定外労働の削減や年次有給休暇の取得促進を促す

４．中小企業対策など包括的な取組を推進 

５．仕事と生活の調和の実現に取り組む企業の

支援 
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ため、あらゆる機会を通じて本ガイドラインの周

知・啓発を行っています。 

 

〔参考〕労働時間等見直しガイドライン 

事業主とその団体が労働時間等の設定の改善（注）につ

いて適切に対処するため、必要な事項について定めたもの

です。 

１．労使間の話し合いの機会を整備しましょう。 

２．年次有給休暇を取得しやすい環境を整備しましょう。 

３．所定外労働を削減しましょう。 

４．労働者各人の健康と生活に配慮しましょう。 

（注）年次有給休暇の取得促進や長時間労働の抑制等、労

働者の健康と生活に配慮するとともに、多様な働き方に

対応したものへと改善することです。 

詳細は… 

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_r

oudou/roudoukijun/jikan/ 

 

(２) 労働時間等設定改善に向けた取組の推進【継

続】〔厚生労働省〕 

労働時間等の設定の改善に関する特別措置法

（平成４年法律第90号）〔労働時間等設定改善法〕

に基づき、企業等に対して、以下のような支援事

業を実施し、所定外労働の削減や年次有給休暇の

取得促進等による労働時間等の設定の改善に向け

た企業や事業場における労使の自主的な取組の促

進を図っています。 

 

①職場意識改善助成金（職場環境改善コース） 

所定外労働の削減、年次有給休暇の取得促進そ

の他労働時間等の設定の改善に取り組む中小企業

事業主に対する助成事業 

 ≪支給額≫ 

職場意識の改善のための研修、周知・啓発、労

働時間の管理の適正化に資する機械・器具の導入

などの取組に要した費用について助成を行います。

（上限100万円） 

詳細は… 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koy

ou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisiki.html 

 

②職場環境改善助成金（所定労働時間短縮コー

ス） 

所定労働時間の短縮、ひいては総労働時間の

削減を目的として、労働時間等の設定の改善に

取り組む中小企業事業主に対する助成事業 

≪支給額≫ 

職場意識の改善のための研修、周知・啓発、

労働時間の管理の適正化に資する機械・器具の

導入などの取組に要した費用について助成を

行います。（上限50万円） 

詳細は… 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000

0082311.html 

 

③職場環境改善助成金（時間外労働上限設定コ

ース） 

 時間外労働の上限設定、ひいては総労働時間

の削減を目的として、労働時間等の設定の改善

に取り組む中小企業事業主に対する助成事業 

（2016年度新設） 

≪支給額≫ 

職場意識の改善のための研修、周知・啓発、

労働時間の管理の適正化に資する機械・器具の

導入などの取組に要した費用について助成を

行います。（上限50万円） 

詳細は… 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000

0120692.html 

 

④「働き方・休み方改善コンサルタント」による

企業等に対する支援 

都道府県労働局に「働き方・休み方改善コンサ

ルタント」を配置し、働き方・休み方に関する相

談（例えば、労働時間や年次有給休暇に関する改

善についての相談）に応じるとともに、働き方・

休み方の見直しを行う労使等に対し、必要な助言

等を実施しています。 

詳細は… 

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_r

oudou/roudoukijun/jikan/ 

 

⑤「働き方・休み方改善指標」等の周知・普及 

労使自らが「働き方・休み方」の現状や課題を



 

45 
第２章第２節 

自主的に評価することができる「働き方・休み方

改善指標」や働き方・休み方改革に取り組む企業

の事例について、「働き方・休み方改善ポータルサ

イト」を活用した効果的な周知・普及を図ってい

ます。 

詳細は･･･http://work-holiday.mhlw.go.jp/index.html 

 

⑥地域の特性をいかした休暇取得促進のための環

境整備 

労使、地方自治体等が協働し、地域のイベント

に合わせた計画的な年次有給休暇の取得を企業、

住民等に働きかけ、地域の休暇取得促進の気運を

醸成する事業を実施しています。 

 

(３) 公共調達・補助金を通じたワーク・ライフ・

バランス等の推進【拡充】〔内閣府、各省庁〕 

女性活躍の前提となるワーク・ライフ・バラン

スの実現に向けた取組を加速するため、女性活躍

推進法及び取組指針に基づき、国の調達のうち、

総合評価落札方式・企画競争方式による調達で、

えるぼし認定、くるみん・プラチナくるみん認定、

ユースエール認定を取得した企業や女性活躍推

進法に基づく一般事業主行動計画を策定した中

小企業を「ワーク・ライフ・バランス等推進企業」

として、加点評価する取組を実施しています。 

この取組指針の実施時期は、2016年度中に原則

開始となり、企業の状況等により、年度内の全面

導入が困難な場合は、各府省がスケジュールを公

表の上、段階的に取組を行うこととしています。 

WTO 対象事業（※）については、内閣府におい

て外国法人のワーク・ライフ・バランス等認定等

相当の確認事務を行うことになったことにより、

2016 年 10 月から、WTO 対象事業においても、本

取組を進められることとなりました。 

※WTO対象事業：WTO政府調達協定その他の国際

約束の対象となる事業。 

 

○国の全機関（26機関）が、この取組指針に基づ

くスケジュールを公表済み。（2016年５月） 

○国の取組状況 

①物品役務 

・WTO対象事業以外： 

2016年度実施           25機関 

2016年度検討中          １機関 

・WTO対象事業： 

2016年度実施           ６機関 

2017年度開始予定（ｽｹｼﾞｭｰﾙ通り） 19機関 

該当なし             １機関 

②公共工事 

・WTO対象事業以外： 

2016年度実施            12機関 

2017年度開始予定（ｽｹｼﾞｭｰﾙ通り）  ２機関 

2018年度以降開始予定（ｽｹｼﾞｭｰﾙ通り）５機関 

該当なし              ７機関 

・WTO対象事業： 

2016年度実施            ４機関 

2017年度開始予定（ｽｹｼﾞｭｰﾙ通り）  12機関 

2018年度以降開始予定（ｽｹｼﾞｭｰﾙ通り）３機関 

該当なし              ７機関 

 

今後、独立行政法人等での実施のほか、地方公

共団体、東京オリンピック・パラリンピックや民

間企業等の各種調達においても、国に準じた取組

が進められるよう、働きかけを行っていきます。 

 

①調達を活用したワーク・ライフ・バランス等推

進の加速に関する調査研究【新規】 

このような経緯から、今後、民間企業の調達に

おいて、ワーク・ライフ・バランス等を評価する

取組を加速する必要があるため、この調査研究に

おいて、調達を通じたワーク・ライフ・バランス

等推進の取組に関する民間企業等の調達やCSR調

達の状況、推進方策の方向性等を調査・公表し、

取組の加速を図ります。（調査の公表は 2017 年

３月末予定） 
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１．基本的な考え方

○ 女性の活躍を推進するため、その前提となるワーク・ライフ・バランスの実現等に向けて、公共調達及び補助金の分野におい
て、企業のポジティブ・アクション等を推進することを目的。

２．調達時におけるワーク・ライフ・バランスの評価

○ 各府省が、女性活躍推進法に基づき、価格以外の要素を評価する調達（総合評価落札方式・企画競争方式）を行うときは、
契約の内容に応じて、ワーク・ライフ・バランス等推進企業（女性活躍推進法、次世代法、若者雇用促進法に基づく認定（える
ぼし認定等）の取得企業や女性活躍推進法に基づく計画策定中小企業）を加点評価。

○ 取組の実施に当たっては、不正な手段を使った企業が採用されることのないよう、適切な基準を設定し、公正かつ客観的な
評価や取扱いを行う。(具体的な配点は、各府省において設定。（参考として配点例（総配点の3％～10%とした場合）を例示)）

※ ワーク・ライフ・バランスの取組を進めることで、一般に、業務の改善・見直しなどによる業務の効率化、女性など多様な人材の確保・定着による企画力の高度化や市場

の変化への対応力の向上等を通じ、生産性の向上が図られ、これにより、価格競争力の向上だけでなく、事業の品質の確保・向上につながることも考えられる。

※ 女性活躍推進法、次世代法、若者雇用促進法に基づく認定は、いずれもワーク・ライフ・バランスの取組のうち重要な長時間労働の抑制に関する基準を設けている。

○ 平成28年度中に原則開始。ただし、企業の状況等により、年度内の全面導入が困難な場合、各府省がスケジュールを公表
の上、段階的に取組。（平成28年10月から外国法人のワーク・ライフ・バランス等認定等相当確認事務（内閣府）の開始により、政府調達協定対
象事業も対象。）

○ 各府省における取組状況の公表とあわせ、手法等を含め検討の上、検証。
○ その他女性の活躍推進等に関する補助金の分野における取組にも引き続き取り組む。

（１） 取組内容

（２） 実施時期等

女性の活躍加速のためのワーク・ライフ・バランス等を推進する企業を
公共調達等において評価する取組について

○ 国の全機関（26機関）が、取組の実施スケジュールを公表済。うち19機関が平成28年度中に全面実施（WTO対象事業は除く）。

○ 約５兆円規模（平成26年度実績推計）を視野に、段階的に導入。
○ 独法等での取組の平成29年度からの原則全面実施、地方公共団体・東京オリンピック・パラリンピック関連や民間での取組促進。

Ⅰ 「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取組指針」のポイント

Ⅱ 取組状況

※平成28年３月22日すべての女性が輝く社会づくり本部決定

 

(４) 企業経営者・管理職の取組支援【継続】〔内

閣府〕 

企業における仕事と生活の調和の実現を支援

するため、経営者や管理職の意識啓発に取り組ん

でいます。具体的には、経済団体との共催により

企業経営者や管理職を対象にした「トップセミナ

ー」を開催する等、企業の先進的な取組事例や仕

事と生活の調和に取り組むメリットに関する情

報を提供しています。 

詳細は･･･ 

http://wwwa.cao.go.jp/wlb/event/meeting.html 

 

(５)「カエル！ジャパン」通信（メールマガジン）

の配信【継続】〔内閣府〕 

2009 年 10 月からワーク･ライフ･バランスメー

ルマガジン「カエル！ジャパン」通信を配信し、

毎月１回テーマを定め、ワーク・ライフ・バラン

スに関する国、地方公共団体の施策の最新情報、

制度内容、企業の取組事例、有識者のコラム、統

計・調査等をわかりやすく紹介しています。また、

過去に配信した内容（バックナンバー）について

も仕事と生活の調和ポータルサイトに掲載してい

ます。 

詳細は… 

http://wwwa.cao.go.jp/wlb/e-mailmagazine/index.html 

 

６．行政機関における仕事と生活の調和実現に向

けた取組 

 

(１) 超過勤務の縮減及び年次休暇の計画的な取

得促進【継続】〔内閣官房内閣人事局、人事院〕 

国家公務員については、政府全体を通じて「国

家公務員の労働時間短縮対策について」（1992 年

12月９日人事管理運営協議会決定）、「超過勤務の

縮減に関する指針について」（2009年２月27日人

事院職員福祉局長通知）、「採用昇任等基本方針」

（2014 年６月 24 日閣議決定）及び「国家公務員

の女性活躍とワークライフバランス推進のための

取組指針」（2014 年 10 月 17 日女性職員活躍・ワ

ークライフバランス推進協議会決定）等に沿って、

一層の超過勤務の縮減及び年次休暇の計画的な取

得促進に取り組んでいます。７月及び８月には、

「ゆう活」（夏の生活スタイル変革）、業務の効率

化や職場環境の改善等具体的取組の実践、テレワ

ークの推進強化及び休暇の一層の取得推進等、働

き方改革のための取組を集中的に行う期間として、
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「ワークライフバランス推進強化月間」を実施し

ています。また、霞が関においては超過勤務が多

いことを踏まえ、霞が関における「働き方改革」

を更に加速させるため、「霞が関の働き方改革を加

速するための重点取組方針」（平成28年７月内閣

人事局）を決定し、同方針に基づき、リモートア

クセスとペーパーレス、マネジメント改革、国会

関係業務の改善などの取組を進めています。 

 

(２) 国家公務員の仕事と育児、介護等の両立支援

策の推進【継続】〔内閣官房内閣人事局、人事院〕 

人事院は、毎年度、各府省の人事担当者を対象

とした「仕事と育児・介護の両立支援に関する連

絡協議会」を開催し、各府省に対して、両立支援

制度の積極的な活用を促すよう要請するとともに、

各府省が取り組むべき事項について、助言・指導

等の必要な支援を行っています。また、民間労働

法制において、妊娠、出産、育児休業、介護休業

等に関する職場での言動に起因する問題、いわゆ

るマタハラ等を防止するために必要な措置を講ず

るよう事業主に義務づける改正が行われたことを

踏まえ、国家公務員についても、同様の防止策を

講ずるため、人事院規則10－15（妊娠、出産、育

児又は介護に関するハラスメントの防止等）及び

運用通知等を制定し、2017年１月から施行しまし

た。また、国家公務員が利用できる仕事と介護の

両立支援制度の職員への周知及び制度への理解を

深めることを目的として、パンフレットを作成し、

2016 年度においても関連する説明会やセミナー

等において配布しました。さらに、2015年度から、

介護セミナーを開催し、両立支援制度の周知等を

図っています。 

人事院は、2015 年８月に、原則として全ての職

員にフレックスタイム制を拡充し、育児や介護を

行う職員についてはより柔軟な勤務形態となる仕

組みとするよう、勤務時間法改正の勧告を行いま

した。 

これを踏まえ、政府は、勤務時間法を改正する

法案を第190回通常国会に提出。2016年１月に成

立した改正法により、同年４月から原則として全

ての職員を対象にフレックスタイム制を拡充する

とともに、育児又は介護等を行う職員の特例を措

置しました。 

また、フレックスタイム制の活用方法の周知の

ため、職員の活用事例を取りまとめ、各府省へ配

布するなどの取組を行いました。 

人事院は、育児や介護と仕事の両立を支援して

いくことが我が国の重要な課題となっていること、

民間労働法制の見直しが行われていること等を踏

まえ、民間労働法制の改正内容に即した改正（介

護休暇の分割取得を可能にすること、介護時間を

新設すること、法律上の親子関係に準ずる関係に

ある子を養育する場合も育児休業等の対象とする

こと等）について、2016年８月に国会及び内閣に

対して意見の申出・勧告を行いました。 

これを踏まえ、政府は、育児休業法及び勤務時

間法等を改正する法案を第192回臨時国会に提出。

2016年11月に成立した改正法により、2017年１

月から、介護休暇の分割、介護時間の新設、育児

休業等に係る子の範囲の拡大等を措置しました。 

 

(３) 男性職員の子育て参加の支援・促進【継続】

〔内閣官房内閣人事局、人事院、内閣府〕 

 

①内閣人事局の取組 

内閣人事局では、男性職員本人や職場の上司・

同僚等の理解を深め、男性職員が育児に関わりや

すい環境を整備する観点から、育児休業を取得し

た男性職員による体験談や有識者のアドバイス、

制度解説等を掲載したハンドブックや啓発用ポス

ターを作成・配布し、また、男性職員への呼び掛

け等を通じて、職員に対する制度の周知、意識啓

発を行うなど、男性職員の育児休業の取得等を促

進しています。 

 

②人事院の取組 

人事院では、国家公務員について、各府省にお

ける男性職員の育児休業取得促進の一助となるよ

う、育児休業の承認に係る期間が１か月以下の育

児休業を取得した職員について、当該育児休業に

より勤勉手当が減額されないよう、勤勉手当の勤

務期間から当該育児休業期間を除算しないことと

する人事院規則９－40（期末手当及び勤勉手当）

の改正を行い、2016年４月から施行しました。（期
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末手当は、既に同様の措置が講じられており、2011

年11月から施行されています。） 
 

③内閣府の取組 

内閣府では、2012年５月に、育児に取り組む「イ

クメン」による自発的な部局横断的サークルとし

て「内閣府イクメンの会」が発足しました。以来、

同会では、男性職員が育児をしやすい職場環境を

つくり、男性の育児関係休暇の取得を始めとして、

男性職員の育児への積極的な参加を後押しすると

ともに、育児を楽しむためのイベント等を実施し

ています。 

2016年には、内閣府イクメンの会主催で、家族

と職場の相互理解を深めることを目的として、「こ

ども職場訪問」が開催されるとともに、母の日や

ゴールデン・ウィークに行った家族サービスを紹

介する「母の日『イクメンっぷり』ファミリーレ

ポート」の募集が行われました。 

 こうした「イクメンの会」の存在は、メンバー

に限らず周囲の職員にとっても、「内閣府は育児に

取り組みやすい環境が整っており安心できる」、

「一人で育児の悩みを抱え込むことなく共有でき

る存在は心強い」、「多様な働き方を尊重してくれ

る職場だ」と感じられる効果をもたらし、内閣府

全体として、育児に取り組む職員を積極的にサポ

ートしようという機運の醸成に寄与しているもの

と考えられます。 

 

(４) 国家公務員のメンタルヘルス対策【継続】〔内

閣官房内閣人事局、人事院〕 

心の健康の問題による長期病休者が急増した状

況などに鑑み策定された「職員の心の健康づくり

のための指針」（2004年３月30日人事院勤務条件

局長通知）に基づき、管理監督者を始めとする職

員に対する心の健康づくり研修の強化、職員にセ

ルフケアに関する知識を身に付けさせるための自

習用ｅ－ラーニング教材の作成・配付、いきいき

とした職場の実現を目指す職場環境改善の推進、

心の不調への早期対応のための相談体制の整備・

充実、試し出勤の導入等による円滑な職場復帰の

促進などの心の健康づくり対策を行っています。 

また、特にメンタルヘルス不調を未然に防止す

る一次予防を強化するため、2015 年 12 月に、公

務におけるストレスチェック制度を導入し、個々

の職員のストレスを低減させるとともに、その結

果を集団ごとに集計・分析して職場のストレス要

因を評価することで職場環境の改善につなげるた

めの取組を各府省と連携して進めています。 

加えて、「国家公務員健康増進等基本計画」（1991

年３月20日内閣総理大臣決定）に基づき、①管理

監督者に対し、メンタルヘルスケアに関する知識

を習得させるメンタルヘルスセミナー、②各府省

等の業務多忙や遠隔地官署勤務の者も含めた新任

管理者等に対し、ラインケアなどのメンタルヘル

スの知識を習得させ理解の徹底を図るｅ－ラーニ

ングによる講習など、体系的な教育を実施してい

ます。さらに、各府省で職員の健康・心理相談を

行うカウンセラーの能力向上を図る各府省等カウ

ンセラー講習会の開催による相談体制の充実、各

府省間の情報共有等による長期病休者の職場復帰

の支援・再発防止にも取り組んでいます。 

 

７．自己啓発や能力開発の取組支援 

 

(１) 職業能力の形成支援に係る労働市場のイン

フラの充実【継続】〔厚生労働省〕 

厚生労働省では、働く人の職業能力形成を支援

するため、次のような取組を実施しています。 

 

①公共職業訓練の推進 

国及び都道府県において、離職者・在職者・学

卒者を対象とした公共職業訓練を実施しています。

このうち、離職者訓練については、安定雇用の実

現を図るという観点から、2009年度から最長２年

間の長期訓練を新たに実施しているほか、介護・

福祉、医療、情報通信など、今後の雇用の受け皿

として期待できる分野を中心に訓練コースを設定

しています。 

詳細は… 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koy

ou_roudou/shokugyounouryoku/for_worker/kousyoku/ind

ex.html 

 

②職業能力評価制度の整備 
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労働者の有する職業能力を客観的に評価する仕

組みとして、職業能力評価基準の策定に取り組む

とともに、労働者の技能と地位の向上を図ること

を目的として、労働者の有する技能の程度を検定

し、国がこれを公証する技能検定制度の実施など、

職業能力評価に係る基盤整備のための総合的な施

策を推進しています。  

職業能力評価基準策定数 54業種（2016年５月

31 日時点）、技能検定制度 127 職種(2016 年４月

１日時点)、2015 年度合格者数 約 27 万人、延べ

合格者数 約602万人となっています。 

詳細は… 

・職業能力評価基準 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koy

ou_roudou/shokugyounouryoku/ability_skill/syokunou/

index.html 

・技能検定制度  

http://www.mhlw.go.jp//stf/seisakunitsuite/bunya/ko

you_roudou/shokugyounouryoku/ability_skill/ginouken

tei/index.html 

 

③キャリアコンサルティングの普及促進 

個人が、その適性、職業経験等に応じ職業生活

設計を行い、これに即した職業選択や能力開発を

効果的に行うことができるよう、2016年４月１日

より、「キャリアコンサルタント」をキャリアコン

サルティング（労働者の職業選択、職業生活設計

又は職業能力開発に関する相談に応じ、助言・指

導を行うこと）を行う専門家として国家資格化し

ました。これにより、キャリアコンサルタントは

登録制の名称独占資格となり、５年ごとの講習受

講による資格更新制度、守秘義務・信用失墜行為

の禁止等の規定と相まって、その質を担保し、労

働者が安心して職業に関する相談を行うことので

きる環境を整備しています。 

（旧制度下におけるキャリア・コンサルティング

関連有資格者養成数（延べ数）： 

約５万３千人（2016年３月末現在）） 

 また、企業におけるキャリアコンサルティング

の実施を推進するため、「セルフ・キャリアドック」

の導入促進や、グッドキャリア企業アワードの実

施などを行っています。 

詳細は… 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koy

ou_roudou/shokugyounouryoku/career_formation/career

_consulting/index.html 

 

(２) 若年者等に対する職業キャリアの支援【継

続】〔厚生労働省〕 

若者の雇用情勢は、2015年において、フリータ

ーの数が約167万人となり、前年に比べ約12万人

減少し、また、若年無業者の数については、2014

年は56万人となり、前年に比べ約４万人減少して

います。このような中、2015 年 10 月に「生涯を

通じたキャリア・プランニング」及び「職業能力

証明」のツールとして見直され、また改正職業能

力開発促進法に位置付けられた職務経歴等記録書

（ジョブ・カード）の普及を通じ、フリーター等

を含めた若者の円滑な就職等を促進しています。 

制度がスタートした2008年度からのジョブ・カ

ード取得者数は約162 万人（2016 年 10 月末）と

なっており、今後も引き続き、制度を推進してい

きます。 

また、若年無業者等の職業的自立を支援するた

め、2016年度も引き続き、地方自治体との協働に

より、「地域若者サポートステーション事業」を実

施しており、全国に設置された地域若者サポート

ステーション（愛称：「サポステ」）において多様

な就労支援メニューを提供しています。 

主な内容として、①キャリアコンサルタント等

による一人一人に応じた専門的な相談や各種プロ

グラムの実施、②生活面等のサポートと職場実習

の訓練を集中的に実施する若年無業者等集中訓練

プログラム（一部のサポステ）、③就労後の職場定

着のためのフォロー等を実施するほか、より安定

した就職機会へのステップアップに向けた支援を

実施しています。 

詳細は… 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koy

ou_roudou/shokugyounouryoku/for_worker/ys-station/i

ndex.html 

 

(３) 求職者支援制度による安定した就職の支援

【継続】〔厚生労働省〕 
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雇用保険を受給できない求職者を対象に、民間

教育訓練機関を活用して、技能・知識を身に付け

るための職業訓練を無料で実施するとともに、訓

練期間中に、訓練の受講を容易にするための給付

金の支給を行うこと等により求職者の早期の就職

を支援する「求職者支援制度」を実施しています。 

2011 年 10 月１日の制度施行から、2016 年 11

月までに約34万人が訓練を受講しています。 

 

(４) 教育訓練給付制度の実施【継続】〔厚生労働

省〕 

労働者が主体的に能力開発に取り組むことを支

援し、雇用の安定等を図るため、自ら費用を負担

して一定の教育訓練を受けた場合に、その教育訓

練に要した費用の一部に相当する額を支給してい

ます（一般教育訓練給付金）。また、2014年10月

より、労働者の中長期的なキャリア形成を支援す

るため、専門的・実践的な教育訓練として厚生労

働大臣が指定する講座を受ける場合に給付割合を

引き上げる（専門実践教育訓練給付金）等、制度

を拡充しました。 

一般教育訓練給付金 

2015年度 受給者数  120,117人 

 支給額   4,439,910千円 

専門実践教育訓練給付金 

2015年度 受給者数  6,640人 

     支給額   1,157,988千円 

詳細は… 

https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_edu

cation.html 

 

(５) 企業におけるキャリア形成の取組支援【継

続】〔厚生労働省〕 

事業主が、自発的に教育訓練を受講する従業員

に対して教育訓練休暇等制度を付与する制度を導

入し適用した場合、「キャリア形成促進助成金 制

度導入コース（教育訓練休暇等制度）」により支援

しています。また企業内での人材育成に取り組む

事業主を幅広く支援するため、キャリア形成促進

助成金により訓練経費や訓練期間中の賃金の一部

を助成しています。このほか、キャリアアップ助

成金により非正規雇用労働者の企業内でのキャリ

アアップを促進する取組を実施した事業主に対し

て助成を行っています。 

また、従業員の職業能力評価、キャリアコンサ

ルティング等のキャリア形成促進のための制度を

導入し、継続して人材育成に取り組む事業主等に

対する「企業内人材育成推進助成金」を2016年度

よりキャリア形成促進助成金に統合しました。 

詳細は… 

・キャリア形成促進助成金 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koy

ou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html 

・キャリアアップ助成金 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koy

ou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html 

 

８．職場におけるメンタルヘルス対策の推進 

 

(１) 「労働者の心の健康の保持増進のための指

針」に基づく取組の促進【継続】〔厚生労働省〕 

職業生活において強い不安、悩み、ストレスを

感じる労働者が約６割に達し、精神障害による労

災認定件数が高水準で推移しています。職場にお

けるメンタルヘルス対策を推進するため、「労働者

の心の健康の保持増進のための指針」（2006 年３

月 31 日）を策定し、事業場がメンタルヘルス対

策に取り組む際の具体的な取組方法を示すととも

に、都道府県労働局や労働基準監督署において、

事業者に対し、指針に基づく取組方法などの助

言・指導を行っています。 

 

[参考] 労働者の心の健康の保持増進のための指針 

労働者に対するメンタルヘルスケアの原則的な実施方

法を定めています。 

詳細は… 

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/kouji/K151

130K0020.pdf 

 

(２) 産業保健総合支援センター【継続】〔厚生労

働省〕 

地域における職場のメンタルヘルス対策を含む

産業保健活動全般を総合的に支援する中核的な機

関として、全国47都道府県に産業保健総合支援セ
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ンター及びその地域窓口を設置し、メンタルヘル

ス不調の予防、不調者の早期発見・適切な対応、

メンタルヘルス不調により休職した労働者への円

滑な職場復帰に至るまで、事業者が行うメンタル

ヘルス対策の総合的支援を行っています。 

詳細は… 

http://www.johas.go.jp/shisetsu/tabid/578/Default.as

px 

 

 (３) 働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト

「こころの耳」【継続】〔厚生労働省〕 

厚生労働省ホームページにメンタルヘルス・ポ

ータルサイト「こころの耳」を設置し、事業者、

産業保健スタッフ、労働者やその家族に対し、専

門相談機関の御案内、心の病や過労死に関するＱ

＆Ａ、職場復帰支援の取組事例など、職場のメン

タルヘルスに関する様々な情報を提供するととも

に、事業者、労働者等からのメール相談・電話相

談にも対応しています。 

詳細は…http://kokoro.mhlw.go.jp/ 

 

(４) 職場におけるメンタルヘルス対策の充実【継

続】〔厚生労働省〕 

労働者のメンタルヘルス不調の未然防止を図る

ため、ストレスチェック（労働者の心理的な負担

の程度を把握するための検査）の実施を事業者に

義務付けること（従業員 50 人未満の事業場につ

いては当分の間努力義務）等を内容とする、労働

安全衛生法の改正法が 2014 年６月に公布、2015 

年 12 月に施行されました。職場におけるメンタ

ルヘルス対策をより一層推進するため、ストレス

チェック制度の履行確保を図るため、周知・支援

等に取り組んでおります。 

 

９．仕事と生活の調和に関する調査等の実施 

 

(１) 仕事と生活の調和推進に関する調査研究等

【継続】〔内閣府〕 

企業等における仕事と生活の調和の取組状況

について、専門的かつ多角的な観点から分析を

行い、仕事と生活の調和に取り組む企業に有益

な先進的な取組事例を収集して啓発用ツール

（好事例集）を作成します。この調査結果は、

仕事と生活の調和ポータルサイトへの掲載等に

より幅広く情報提供し、仕事と生活の調和に取

り組む企業への支援を行っています。 

詳細は…http://wwwa.cao.go.jp/wlb/research.html 

 

(２) 地方公共団体におけるワーク・ライフ・バラ

ンス推進施策に関する調査【継続】〔内閣府〕 

各地方公共団体におけるワーク・ライフ・バラ

ンス推進施策の内容や実施に当たっての工夫、課

題等を把握するため、都道府県と政令指定都市を

対象に、「地方公共団体におけるワーク・ライフ・

バランス推進施策に関する調査」を実施していま

す。（調査結果は、ｐ.74に掲載） 

 

１０．働き方改革の実行計画の策定 

 

「働き方改革」の実現を目的とする実行計画の

策定等に係る審議に資するため、2016年９月、「働

き方改革実現会議」が設置されました。総理より、

討議テーマとして①同一労働同一賃金など非正規

雇用の処遇改善②賃金引上げと労働生産性の向上

③時間外労働の上限規制の在り方など長時間労働

の是正④雇用吸収力の高い産業への転職・再就職

支援、人材育成、格差を固定化させない教育の問

題⑤テレワーク、副業・兼業といった柔軟な働き

方⑥働き方に中立的な社会保障制度・税制など女

性・若者が活躍しやすい環境整備⑦高齢者の就業

促進⑧病気の治療、子育て・介護と仕事の両立⑨

外国人材の受入れの問題、が指示されており、こ

れらのテーマについて議論し、働き方改革の実行

計画を、2016年度内にまとめます。 
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Ⅱ．就労による経済的自立                                          

 

１．勤労観・職業観を形成し、社会人・職業人と

して必要な能力を身につけた人材を育成するた

めのキャリア教育・職業教育の実施 

 

(１) 学校と地域・社会や産業界等の連携・協働に

よるキャリア教育・職業教育の推進〔文部科学

省、厚生労働省、経済産業省〕 

今日、我が国においては、少子高齢化社会の到

来、グローバル化の進展や技術革新等による産

業・経済の構造的変化、雇用の多様化・流動化等

による、教育、雇用・労働を巡る様々な課題が生

じています。また、無業者や早期離職者の存在な

ど、特に若者と呼ばれる世代は、「学校から社会・

職業への移行」が円滑に行われていないという点

において大きな困難に直面しているとも言われて

います。 

このような状況の中で、早期の段階から社会

的・職業的自立に向けた能力や態度を育成するキ

ャリア教育の重要性が増してきており、その効果

的な実施のためには、学校、家庭そして地域・社

会が連携・協働し取組を進める必要があります。 

また、「第２次教育振興基本計画」（2013年６月

14日閣議決定）及び「日本再興戦略2016」（2016

年６月２日閣議決定）等において、キャリア教育

の充実が指摘されているところであり、引き続き

地域・社会や産業界等と連携・協働した取組を推

進していきます。 

 

①キャリア教育推進連携シンポジウムの開催【継

続】 

学校と社会との連携によるキャリア教育の意義

の普及・啓発、及びその推進に資することを目的

として、文部科学省、経済産業省、厚生労働省の

３省合同でキャリア教育推進連携シンポジウムを

開催しています。このシンポジウムにおいて、キ

ャリア教育の充実・発展に尽力し、顕著な功績が

認められる学校と企業・経済団体等にそれぞれ文

部科学大臣表彰、経済産業大臣表彰を行い、同時

に、学校と地域・社会や産業界等の優れた連携・

協働を表彰する「キャリア教育推進連携表彰」を

行っています。（2016年度は、2017年１月17日に

開催。） 

詳細は… 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/career/detail/1

312382.htm 

 

②地域を担う人材育成のためのキャリアプランニ

ング推進事業【継続】  

2015 年度から、「学校を核とした地域力強化プ

ラン（地方創生関連施策）」の１メニューとして、

本事業を実施しており、「キャリアプランニングス

ーパーバイザー」を都道府県市の教育委員会等に

配置し、①地元への理解や愛着を深めるキャリア

教育の推進、②地元産業界や関係機関と連携した

職場体験・インターンシップの促進、③生徒への

キャリアカウンセリングなどの就労等支援を通じ

て、地元に就職し地域を担う人材の育成を図って

います。 

 

③「子供と社会の架け橋となるポータルサイト」

の運営【継続】 

文部科学省において、「学校が望む支援」と「地

域・社会や産業界等が提供できる支援」をマッチ

ングさせる特設サイト「子供と社会の架け橋とな

るポータルサイト」を、2012年８月に開設し、学

校と地域・社会や産業界とが連携・協働した教育

活動を推進しています。 

詳細は…http://kakehashi.mext.go.jp 

 

(２) 学校におけるキャリア教育・職業教育の推進

〔文部科学省〕 

教育基本法の教育の目標の一つとして規定され

ている「職業及び生活との関連を重視し、勤労を

重んずる態度を養うこと」や学習指導要領などを

踏まえ、各学校においては、子供たち一人一人の

発達の状況を的確に把握し、社会的・職業的自立

に向けて必要な基盤となる能力や態度の育成を通

じ、勤労観・職業観等の価値観を自ら形成・確立
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できる子供・若者を育成するため、子供たちの発

達段階に応じて、学校の教育活動全体を通した体

系的なキャリア教育を推進しています。また、一

定又は特定の職業に従事するために必要な知識、

技能、能力や態度を育てる教育である職業教育を

推進しています。 

文部科学省では、学校におけるキャリア教育・

職業教育の推進のため以下の事業を実施していま

す。 

 

①キャリア教育の指導内容の充実【継続】 

各学校種におけるキャリア教育の指導内容・指

導方法の充実を図るため、「キャリア教育の手引

き」を小学校、中学校、高等学校の教員向けに作

成するとともに、研修用動画を文部科学省ホーム

ページ上で配信しています。 

詳細は…  

・「キャリア教育の手引き」 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/career/detail/1

312372.htm 

・「研修用動画」  

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/career/detail/1

315412.htm 

 

②小・中学校等における起業体験推進事業【新規】 

児童生徒がチャレンジ精神や、他者と協働しな

がら新しい価値を創造する力など、これからの時

代に求められる資質・能力を小学校の段階から育

成することを目指すものであり、2016 年度より、

11地域の小・中・高等学校において事業を展開し

ています。 

 

③高等教育段階における推進【継続】 

2014年４月に、文部科学省、厚生労働省、経済

産業省の３省により一部改正を行った「インター

ンシップの推進に当たっての基本的考え方」につ

いて、引き続き、改正内容の大学等への周知を進

めていきます。また、高い教育効果を発揮してい

る先進的な取組事例を集約した「インターンシッ

プ好事例集」を作成し、普及を図っています。 

 

④成長分野等における中核的専門人材養成等の戦

略的推進【継続】 

専修学校、大学、大学院、短期大学、高等専門

学校、高等学校等が産業界等と協働し、地域や産

業界の人材ニーズに対応した、社会人等が学びや

すい教育プログラムを開発・実証する取組を推進

しています。 

2016年度採択実績 82件 

 

(３) 男女共同参画社会の実現の加速に向けた学

習機会充実事業【継続】〔文部科学省〕           

若者のライフプランニングを支援するため、

高校生が進路選択に当たって、就職のみならず

結婚、出産、育児などのライフイベントを踏ま

えた生活の在り方についても総合的に考える

ことができるよう、教材を作成し、ライフデザ

イン構築のための学びを推進しています。 

詳細は… 

http://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/kyoudou/detail/

1376840.htm 

 

(４) キャリア教育の担い手としてのキャリアコ

ンサルタント等に対する講習【2016 年度限り】

〔厚生労働省〕 

キャリアコンサルティングの理念や手法を高校

や大学等のキャリア教育に活かすことのできる人

材を養成するため、高校の職員や大学等のキャリ

アセンターの中核人材、キャリアコンサルタント

等を対象とした講習を実施しました。 

 また、講習の様子を撮影した動画や講習に使用

したテキストを厚生労働省ホームページにて提

供しており、どなたでも自由にご覧いただけます。 

2016年度     ＜大学等＞  ＜高校＞ 

講習実施回数     25回    ２回 

講習受講者数     1,087人     72人 

 

(５) キャリア教育コーディネーターによるキャ

リア教育の推進【継続】〔経済産業省〕 

効果的なキャリア教育の実施に当たっては、産

業界の協力が欠かせませんが、産学協働によるキ

ャリア教育の実践のためには、産学双方に通じた

コーディネーターとなる地域のＮＰＯなどの役割

が非常に重要です。 
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このため、2008 年度から 2010 年度にかけ全国

でコーディネーター人材の育成研修を実施すると

ともに、翌年度以降のコーディネーター事業の自

立化のための方策の検討をＮＰＯ等や有識者と行

い、その結果、2011年２月、キャリア教育コーデ

ィネーターの育成・認定等の事業を運営する民間

団体として一般社団法人キャリア教育コーディネ

ーターネットワーク協議会が設立されました。 

2016年８月現在、約270名がコーディネーター

として認定され活躍しています。 

詳細は… 

http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/career-

education/index.html 

 

(６) 労働関係法制度の周知【継続】〔厚生労働省〕 

①ハンドブックの作成及び講師派遣 

労働法に関する基本的な知識をわかりやすくま

とめたハンドブック「知って役立つ労働法」を作

成し、働く際に知っておきたい基本的な知識はも

ちろん、各種制度の最新情報を盛り込んでいます

（最新更新：2016年４月）。また、「知って役立つ

労働法」を基に、学生・生徒などの皆さんを対象

に、就職して働き始める前やアルバイトをする際

に知っておくべき労働に関するルールをまとめた

ハンドブック「これってあり？まんが 知って役

立つ労働法Q&A」を2015年４月に作成しています。

これらのハンドブックについては、ホームページ

に掲載し、どなたでも自由にダウンロードして使

える形で提供しています。 

また、都道府県労働局における取組として、管

内の大学等より要請がなされた場合には、大学等

が主催する労働法制関連のセミナー等（※）へ労

働局職員を講師として派遣するほか、アルバイト

による労働トラブル発生時等の相談先の周知等を

行っています。 

セミナー等では、上記ハンドブックに加えて、

各都道府県労働局が地域性を踏まえて独自に教材

を作成して講義等を行っています。 

 

※ 大学・短大・高専向けには、2015年度に、の

べ469大学等で、のべ596回セミナー等が開催さ

れ、のべ約４万9,000人の大学生等が参加してい

ます。さらに、2016年度は、若者の「使い捨て」

が疑われる企業等への対応策の強化の一環として、

「大学生・高校生等を対象とした労働条件セミナ

ー2016」を委託事業として実施し、大学・高校等

で労働基準関係法令等の周知啓発を行っています。 

 

「これってあり？まんが 知って役立つ労働法Q&A」  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「知って役立つ労働法」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳細は… 

・知って役立つ労働法 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koy

ou_roudou/roudouzenpan/roudouhou/ 

・これってあり？まんが 知って役立つ労働法Q&A 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/man

garoudouhou/ 

 

②労働契約等解説セミナーの開催 

2008年の労働契約法の施行を踏まえ、個別労働

関係紛争が防止され、労働者の保護が図られるよ

う、労働者等を対象に、全国47都道府県において、

労働関係法令の研修、情報提供等を行うことを目

的に、周知啓発セミナーを開催しています。なお、

2012 年度以降は同セミナーにおいて 2012 年８月
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に成立した改正労働契約法の周知・啓発も行って

います。 

 

〔参考〕労働契約法  

就業形態の多様化、個別労働関係紛争の増加等に対応し、

2008年3月に施行された労働契約法では、労働契約につい

ての基本的なルールをわかりやすい形で明らかにしてい

ます。  

 また、2013 年４月には、有期労働契約が反復更新され

て通算５年を超えた場合に労働者の申し込みにより、期間

の定めのない労働契約（無期労働契約）に転換させるルー

ルの導入等を内容とする改正労働契約法が施行されてい

ます。 

詳細は… 

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_r

oudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/ 

 

２．新卒者・フリーター等の就職支援等 

 

(１) 新卒者・フリーター等の就職支援等【継続】

〔厚生労働省〕 

2015年度においては、新卒応援ハローワーク等

において、ジョブサポーターの支援により約20.6

万人の就職が内定しました。また、フリーター等

の正社員就職を推進し、ハローワークにおけるフ

リーター等支援事業により約 32.6 万人の正規雇

用を実現しました。 

①新卒者等への就職・定着支援 

新卒応援ハローワーク等にジョブサポーターを

配置し、学校訪問等により大学新卒者等に対する

求人情報の提供、個別相談、セミナー、就職面接

会の開催、職場定着支援等きめ細かな就職支援を

実施しています。 

 

②ユースエール認定制度及び若者応援宣言事業の

実施 

2015 年 10 月に創設された「青少年の雇用の促

進等に関する法律」（昭和45年法律第98号。以下、

「若者雇用促進法」という。）に基づく認定制度（以

下「ユースエール認定制度」という。）は、若者の

採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況な

どが優良な中小企業を厚生労働大臣が認定する制

度です。認定を受けた企業については、ハローワ

ーク等での重点的なマッチング支援に加えて、日

本政策金融公庫による低利融資や公共調達におけ

る加点評価などを行っています。 

また、若者の採用・育成に積極的な企業の情報

発信を支援する取組として、2013 年度より、「若

者応援宣言事業」も実施しています。 

さらに、これらの企業については「若者雇用促

進総合サイト」による若者への情報発信などによ

り、企業が求める人材の円滑な採用を支援し、求

職中の若者とのマッチング向上を図ります。 

 

③ハローワークにおけるフリーター等の正社員就

職支援 

全国 28 か所に設置する「わかものハローワー

ク」等において、担当者制による個別支援等によ

り、フリーター等に対する正社員就職支援を実施

しています。 

 

④ジョブカフェにおける支援 

都道府県が主体となって、若年者に対する就職

関連サービスをワンストップで提供するセンター

（通称：ジョブカフェ）において、地域の実情に

応じた就職支援を実施しています。 

 

⑤トライアル雇用制度等の助成制度の活用による

就職促進 

ハローワークや職業紹介事業者等の紹介により、

企業において一定期間（原則３か月）の試行雇用

を行う「トライアル雇用」（１人月額最大４万円、

最長３か月間）等の活用により、正規雇用化を促

進しています。 

 

⑥地域若者サポートステーションとの連携による

就職支援 

若年無業者等を支援する地域若者サポートステ

ーションと連携し、ハローワークにおいても就職

支援を実施しています。 

 

⑦公的職業訓練制度やジョブ・カード制度による

若者の職業能力開発機会の提供 

フリーター等の正社員経験が少ない方等を対象
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に、公的職業訓練では企業実習と座学を組み合わ

せた実践的な職業訓練を提供し、また、ジョブ・

カード制度では2015年度10月に「生涯を通じた

キャリア・プランニング」及び「職業能力証明」

のツールとして見直されたジョブ・カードの普及

を通じ、円滑な就職等を促進しています。 

 

2016年度においても、引き続きフリーター等の

正社員就職を推進することにより、フリーター等

が安定した職に就くことができるよう、支援を実

施しています。 

詳細は…

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_r

oudou/koyou/jakunen/wakamono/index.html  

 

３．母子家庭の母及び父子家庭の父の就労支援 

 

(１) 母子家庭等対策総合支援事業【継続】〔厚生

労働省〕 

母子家庭の母や父子家庭の父（以下「母子家庭

の母等」という。）に対して、就業支援サービスや

生活支援サービス等を提供する母子家庭等就業・

自立支援事業や経済的自立に効果的な資格の取得

を支援する高等職業訓練促進給付金等事業等によ

り、自立支援を実施しています。2013 年度より、

母子家庭の母と父子家庭の父は同様の就業支援を

受けられることになりました。 

 

①母子家庭等就業・自立支援センター事業  

都道府県・指定都市・中核市が実施主体となり、

母子家庭の母等に対して、就業相談から就業支援

講習会の実施、就業情報の提供等までの一貫した

就業支援サービスや養育費相談などの生活支援サ

ービスを実施しています。 

詳細は… 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000

0062967.html 

 

2015年度実績 

・相談件数  89,550件 

・就職件数    6,158件 

 

②高等職業訓練促進給付金等事業等 

就業（育児）と修業の両立が困難な母子家庭の

母等が経済的な自立に向けて効果的な資格を取得

することを支援するため、１年以上養成機関で修

学する場合に、生活費の負担軽減を図る高等職業

訓練促進給付金等を支給しています。また、高等

職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在学し、

就職に有利な資格取得を目指す母子家庭の母等に

対して入学準備金・就職準備金を貸し付ける、高

等職業訓練促進資金貸付事業を 2015 年度に創設

しました。 

詳細は… 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000

0062986.html 

2015年度実績 

・支給件数  5,768件 

・就職件数  1,785件 

 

(２) 生活保護受給者等就労自立促進事業【継続】

〔厚生労働省〕 

児童扶養手当受給者を含む生活保護受給者等の

就労による自立を促進するため、福祉事務所等に

ハローワークの常設窓口を設置するなどワンスト

ップ型の支援体制を整備し、両者のチーム支援に

よるきめ細かな職業相談・職業紹介を行うなど両

機関が一体となった就労支援を推進しています。 

2015年度事業実績 

（※児童扶養手当受給者以外の者も含む）  

・支援対象者数：121,324人 

・就職者数：79,906人 

 

４．治療等を受ける者の就労支援 

 

(１) 長期療養者就職支援事業【拡充】〔厚生労働

省〕 

がん、肝炎、糖尿病等の疾病により、長期にわ

たる治療等を受けながら就職を希望する方に対し

て、ハローワークに専門の就職支援ナビゲーター

を配置し、医療機関との連携の下、個々の希望や

治療状況を踏まえた就労支援を実施しており、

2016年度からは、全国で実施しています。 
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(2) がん患者・経験者の就業支援【継続】〔厚生労

働省〕 

がん医療の進歩とともに、がん患者・経験者（以

下「がん患者等」という。）の中にも長期生存し、

社会で活躍している者が増えつつある中で、がん

になっても安心して働き暮らせる社会の構築が課

題となっています。このため、厚生労働省では、

2014 年２ 月に｢がん患者・経験者の就労支援のあ

り方に関する検討会｣を設置し、がん患者等、医療

機関、企業といったそれぞれの立場からみたニー

ズ・課題を整理し、がん患者等の就労支援のため

に今後取り組むべき方策等について検討を行い、

同年８月、『報告書「らしく、働く」～仕事と治療

の調和に向けて～』をとりまとめました。本報告

書を踏まえ、医療機関における就労に関する相談

支援体制の強化やハローワーク等の雇用・労働機

関との連携の推進、企業におけるがん患者等の人

材活用の取組推進等の、がん患者等の就労支援対

策を進めています。 

詳細は…

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10901000-Ke

nkoukyoku-Soumuka/0000054911.pdf 

（参考）がんと仕事のＱ＆Ａ…

http://ganjoho.jp/public/support/work/qa/index.html  

 

Ⅲ．健康で豊かな生活のための時間の確保                              

 

 

(１) 労働時間法制の検討【継続】〔厚生労働省、

内閣官房(働き方改革実現推進室)〕 

「日本再興戦略」（2013年６月14日閣議決定）

及び「『日本再興戦略』改訂 2014」（2014 年６月

24日閣議決定）を踏まえ、労働政策審議会におい

て労働時間法制等について総合的に議論を行って

きました。 

2015 年２月 13 日に「今後の労働時間法制等の

在り方について（報告）」を審議会においてとりま

とめ、これに基づき「労働基準法等の一部を改正

する法律案」を同年４月３日に第189回通常国会

に提出しました。 

○この法案には、働き過ぎ防止のための取組とし

て 

・中小企業における月60時間超の時間外労働に対

する割増賃金の引き上げ（25％→50％） 

・年に５日の年次有給休暇を確実に取得できる仕

組みの創設 

・著しい長時間労働に対する助言指導を強化する

ための規定の新設 

等や、多様で柔軟な働き方の実現を図るための取

組として、 

・フレックスタイム制の清算期間の上限の延長

（１か月→３か月） 

・企画業務型裁量労働制を見直し、対象業務の追

加・健康確保措置の強化 

・時間ではなく成果で評価される働き方を希望す

る方のニーズに応える「高度プロフェッショナ

ル制度」の創設 

等が盛り込まれております。 

また、長時間労働の是正に向け、「働き方改革実

現会議」において、時間外労働の上限規制の在り

方を含め、議論を進めています。 

 

(２) 長時間労働是正のための取組【継続・新規】

〔厚生労働省、内閣官房〕 

①過労死等防止対策の推進 

過労死等防止対策推進法（平成26年法律第100

号）に基づき、過労死等の概要や政府が過労死等

の防止のために講じた施策の状況を取りまとめた

「過労死等防止対策白書」を2016年10月７日に閣

議決定し、国会に報告しました。 

また、「過労死等防止啓発月間」である11月を中

心に、国民の間に広く過労死等を防止することの

重要性について自覚を促し、これに対する関心と

理解を深めるため、全国43会場で過労死等の防止

のための活動を行う民間団体と連携してシンポジ

ウムを開催するとともに、過労死等防止啓発のポ

スターの掲示、パンフレット等の配布、新聞広告

１．健康で豊かな生活のための時間の確保 
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やインターネット広告の掲載等多様な媒体を活用

し、広く周知・啓発を行いました。 

さらに、同月間中に、過重労働解消キャンペー

ンとし、厚生労働大臣名による労使団体への要請、

都道府県労働局長による長時間労働削減に取り組

むベストプラクティス企業への職場訪問、長時間

にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請

求が行われた事業場等に対する重点監督、全国一

斉の無料電話相談「過重労働解消相談ダイヤル」

などを行い、長時間労働削減に向けた取組を推進

しました。 

また、長時間労働削減及び年次有給休暇取得促

進等のために、幹部職員による企業経営陣への働

きかけに加え、先進的な取組事例や、企業が働き

方・休み方の現状と課題を自己評価できる「働き

方・休み方改善指標」等について、ポータルサイ

トの運営による情報発信を行っています。さらに、

2016年10月を「年次有給休暇取得促進期間」とし

て、全国の労使団体や個別企業労使等に対する周

知・広報を行うとともに、地方自治体との協働に

よる地域レベルでの年次有給休暇の取得促進を行

いました。 

また、ワーク・ライフ・バランスや長時間労働

削減等の働き方の課題については、地域の実情に

即した取組が重要です。このため、各都道府県に

おいて、地方公共団体や労使団体、金融機関など

の地域の関係者からなる「地域働き方改革会議」

の開催に取り組んでいます。さらに、会議を通じ

た地域ぐるみの働き方改革を推進するため、内閣

官房まち・ひと・しごと創生本部事務局に関係府

省及び専門家からなる「地域働き方改革支援チー

ム」を立ち上げ、これらの会議に対して先進的事

例の情報提供等の支援を行っています。 

 

②労働基準監督機関による長時間労働是正のため

の取組 

「ニッポン１億総活躍プラン」において、「長時

間労働の是正」が重要な柱の一つとして位置付け

られたことに伴い、 

・2015年１月から月100時間超の残業を把握した全

ての事業場としていた重点監督の対象を、2016

年４月から月80時間超に拡大 

・2015年４月から東京及び大阪労働局に長時間労

働に関する監督指導や捜査を専門的に行う「過

重労働撲滅特別対策班」を設置し、さらに、2016

年４月に厚生労働省本省に「過重労働撲滅特別

対策班」を設置するとともに、全ての都道府県

労働局に、長時間労働に関する監督指導等を専

門に担当する「過重労働特別監督監理官」を新

たに任命するなどの法規制の執行強化を図って

います。 

さらに、2016年12月26日、第４回長時間労働削

減推進本部で決定された「『過労死等ゼロ』緊急対

策」に沿って、 

・新たなガイドラインによる労働時間の適正把握

の徹底 

・違法な長時間労働等を行うなどの企業に対する

全社的な是正指導 

・メンタルヘルス対策に係る企業本社に対する特

別指導 

などの取組を確実に実施してまいります。 
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 (３) 特に配慮を必要とする労働者に対する休暇

制度の普及のための広報事業【継続】〔厚生労

働省〕 

法定の年次有給休暇とは別に、企業等において

任意に定められている特別な休暇制度を普及させ、

労働者の豊かな生活の実現や健康の維持増進を図

ることを目的として、主に以下の取組を実施して

います。 

・病気休暇、ボランティア休暇、ドナー休暇、リ

フレッシュ休暇、犯罪被害者等の被害回復のた

めの休暇、裁判員休暇など、特別な休暇制度を

導入している企業についての好事例集の作成と

情報発信 

・事業主・企業の人事労務管理担当者向けのセミ

ナーの開催 

詳細は… 

http://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuukaseido/ 

 

(４)「ポジティブ・オフ」運動及び「家族の時間

づくりプロジェクト」【継続】〔観光庁〕 

観光庁では、顕在化していない需要を掘り起こ

し、交流人口の拡大による地域経済の活性化を図

るために、休暇取得の促進に取り組んでいます。 

その一環として、休暇を取得して外出や旅行な

どを楽しむことを積極的に促進し、オフ（休暇）

をポジティブ（前向き）にとらえて楽しもうとい

う「ポジティブ・オフ運動」を実施しています。

本運動は内閣府、厚生労働省、経済産業省の協力

を得て、観光庁が推進しており、2016年７月で５

年目を迎え、600を超える企業・団体が賛同してい

ます。 

また、観光庁では、各地域において地域独自の

学校休業日を柔軟に設定して、大人（企業）と子

ども（学校）の休みのマッチングを行う「家族の

時間づくりプロジェクト」を推進しています。 
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Ⅳ．多様な働き方・生き方の選択                                     

  

１．育児・介護休業、短時間勤務等の多様な働

き方の推進 

 

(１) 育児・介護休業法の施行と周知徹底【継続】

〔厚生労働省〕 

（再掲）ｐ.33参照 

 

(２) 母性健康管理対策の推進【継続】〔厚生労

働省〕 

男女雇用機会均等法において、事業主は、妊

産婦が保健指導又は健康診査を受けるために必

要な時間を確保するとともに、これらに基づく

指導事項を守ることができるようにするための

措置（時差通勤、休憩回数の増加、勤務時間の

短縮、休業等）を講ずることが義務付けられて

います。 

厚生労働省では、「母性健康管理指導事項連

絡カード」の活用の促進や、母性健康管理支援

サイト「女性にやさしい職場づくりナビ」を通

じた相談対応や情報提供を実施しているほか、

雇用環境・均等部（室）において、相談対応や

助言、指導等により法の履行確保を図っていま

す。 

詳細は…http://www.bosei-navi.go.jp 

 

(３) 男性の育児休業の取得促進【継続】〔厚生

労働省〕 

（再掲）ｐ.39参照 

 

(４) 育児休業等を理由とする解雇等不利益取

扱いへの対応【継続】〔厚生労働省〕 

（再掲）ｐ.40参照 

 

(５) テレワークの普及・促進【継続】〔総務省・

厚生労働省・経済産業省・国土交通省・内閣

官房・内閣府〕 

 

①テレワーク関係府省の連携 

総務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通

省の副大臣及び内閣官房、内閣府によるテレワ

ーク関係府省連絡会議を開催し（取りまとめ；

総務省）、テレワークの普及・促進に向けた関係

府省の連携を強化しています。 

また、2015年から、毎年11月をテレワーク

月間と定めており、2016年のテレワーク月間に

おいては、産官学連携のテレワーク推進フォー

ラムとも連携し、関係省共催によるイベントの

開催、動画の配信等の集中的な周知活動を行い

ました。 

詳細は… テレワーク月間サイト 

     http://teleworkgekkan.org/ 

 

②総務省におけるテレワーク関連施策 

総務省では、テレワークの本格的な普及によ

り、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き

方を実現し、仕事と生活の調和を図るため、以

下のような取組を行っています。 

 

○専門家派遣、テレワークセミナーの実施 

テレワークの普及・促進に向け、厚生労働省

と連携して、テレワークの導入を希望する企業

に専門家を派遣し、テレワークの導入支援を実

施するとともに、全国各地（2016年度は北海道、

富山、静岡、福岡、沖縄）でセミナーを開催し

ています。 

 

○表彰等の実施 

「テレワーク先駆者百選」としてテレワーク

を導入している企業を公表するとともに、2016

年からは「テレワーク先駆者百選 総務大臣賞」

の表彰を実施し、受賞企業の取組について広く

周知しています。 

 

③厚生労働省におけるテレワーク関連施策 

自宅などで働くテレワークは、仕事と子育て

の両立や病気の治療をしながら在宅で仕事をす

ることなど、多様で柔軟な働き方を実現する有

効な手段です。他方、職場で働く場合と異なり、
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労働時間などの管理に工夫も求められます。厚

生労働省では、適正な労働条件下での良質なテ

レワークの普及促進や良好な在宅就業環境の確

保を目的として、以下のような施策を行ってい

ます。 

 

○テレワークモデル実証事業の実施 

総務省と連携し、仕事と育児等との両立を図

るため、週１日以上在宅で就業する雇用型在宅

型テレワーク等を可能とする労務管理、人事評

価、情報通信技術等に係る実証を行い、テレワ

ークモデルを構築することとしています。 

 

○「在宅勤務ガイドライン（情報通信機器を活

用した在宅勤務の適切な導入及び実施のための

ガイドライン）」の周知 

在宅勤務ガイドラインは、在宅勤務が適切に

導入・実施されるように労務管理の在り方を明

確にするため、労働基準関係法令の適用関係等

を整理したものであり、その内容について事業

主への周知を実施しています。 

詳細は… 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/pamphl

et.pdf 

 

○「テレワーク相談センター」による相談、訪

問コンサルタントの実施 

テレワーク導入・実施時の労務管理上の課題

等についての質問に応じるため、東京都内にテ

レワーク相談センターを設置しています。 

また、2014年度からは、テレワーク相談セン

ターにおいて、テレワークの導入を検討する企

業に対して、総務省が実施する情報通信技術等

に関するコンサルタントと連携して、労務管理

等に関する訪問によるコンサルティングを実施

しています。 

 

○「テレワークセミナー」の開催 

テレワーク実施時の労務管理上の留意点に

ついての説明やテレワーク導入事業場の成功事

例の紹介等を内容とするテレワークセミナーを、

全国５都市（東京都、大阪市、名古屋市、広島

市、高松市）で計６回開催しています。また、

2014年度からは、総務省と連携し、情報通信技

術等に関するセミナーと併せて実施しています。 

  

○「職場意識改善助成金（テレワークコース）」 

終日、在宅またはサテライトオフィスにおい

て就業するテレワークに取り組む中小企業事業

主に対し、テレワーク用通信機器の導入・運用

などに要した費用について助成を行っています。 

≪支給額≫ 

上限100万円（目標達成時は150万円） 

 

○業界団体と連携した導入支援 

2015年度から、業種の特性に応じたテレワー

クの導入を促進するため、業界団体と連携し、

団体傘下の企業に対する支援を実施しています。 

 

○表彰の実施、シンポジウムの開催 

2015年度から、テレワークの活用によって労

働者のワーク・ライフ・バランスの実現に顕著

な成果をあげた企業等を表彰する「テレワーク

推進企業等厚生労働大臣表彰」を実施するとと

もに、受賞企業の取組についてシンポジウムを

通じて広く周知しています。 

 

 ○労働者向けシンポジウムの開催 

 労働者に向けて、テレワークの体験によりメ

リットを伝えるとともに、労働関係法令の説明

によって正しいテレワークの理解を得られるよ

う、シンポジウムを開催します。 

 

○「在宅ワークの適正な実施のためのガイドラ

イン」の周知 

このガイドラインは、在宅ワーク（注）の契

約に係る紛争を未然に防止し、在宅ワークを良

好な就業形態とするため、在宅ワークの注文者

が在宅ワークの契約締結の際に守るべき最低限

のルールとして策定されたもので、その内容に

ついて周知しています。 

（注）パソコン等情報通信機器を活用して請負契約

に基づきサービスの提供等を行う在宅形態での就労

（例：テープ起こし、データ入力、ホームページの
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作成、設計・製図等） 

 

詳細は…

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/k

oyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/ 

 

○在宅就業者総合支援事業の実施 

在宅ワークを良好な就業形態とするため、

「ホームワーカーズウェブ」において、発注企

業や在宅ワーカーに役立つ情報の提供を行うと

ともに、セミナーの開催を行っています。また、

在宅ワーク相談室において、仕事の探し方、ト

ラブルへの対応方法等についての相談対応を実

施しています。 

詳細は…http://homeworkers.mhlw.go.jp/ 

 

○モデル就業規則の策定   

テレワークを導入する企業が、テレワークに

係る正しい労務管理の理解を得られるようにす

るため、モデル就業規則を作成し、普及します。 

 

④経済産業省におけるテレワーク関連施策 

経済産業省では、関係省庁と連携し、産学官

で構成されたプラットフォームであるテレワー

ク推進フォーラム（会長：大西 隆 日本学術

会議会長）を基軸として、企業等に対するテレ

ワークの普及啓発等の取組を実施しています。 

2016 年 11 月のテレワーク月間では、サービ

ス産業の生産性向上を実現するため、各省の取

組内容をサービス産業生産性協議会（SPRING）

のHPに掲載をするとともに、同協議会のメール

マガジンにて周知を行いました。 

 

(６) 短時間勤務等を希望する者への支援の充

実【継続】〔厚生労働省〕 

 

①短時間正社員制度の導入促進  

短時間正社員制度に関する情報を提供する

ため、「短時間正社員制度導入支援ナビ」を運用

しています。 

2016年度においては、制度を導入した事業主

に対して助成金を支給するほか、同制度の概要

や具体的事例に基づくノウハウをナビで情報発

信するとともに、制度導入マニュアルの配布や

セミナーの開催等により制度の周知・啓発を図

っています。 

詳細は…http://part-tanjikan.mhlw.go.jp/navi/ 

 

(７) パートタイム労働法に基づく均等・均衡

待遇の確保と正社員転換の推進【継続】〔厚

生労働省〕 

パートタイム労働者と正社員との均等・均衡

待遇の確保と正社員転換を推進するため、パー

トタイム労働法の周知・啓発、同法に基づく助

言、指導等による履行確保、専門家による相談・

援助を行っています。 

さらに、パートタイム労働者の雇用管理改善

の現状等を自主的に分析するパート指標やパー

トタイム労働者の活躍に向けた取組を発信する

企業宣言の活用、パートタイム労働者の雇用管

理改善に積極的に取り組む企業を対象とした表

彰の実施、事業主に対する職務分析・職務評価

の導入支援・普及促進、パートタイム労働者の

キャリアアップ支援に取り組む事業主への支援

等により、パートタイム労働者の雇用管理改善

に向けた事業主の自主的かつ積極的な取組を促

進しています。 

詳細は…https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/ 

 

［参考］パートタイム労働法 

パートタイム労働者がその能力を一層有効に発揮す

ることができる雇用環境を整備するため、パートタイム

労働法（「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法

律」）では、事業主は、パートタイム労働者と正社員と

の均等・均衡待遇の確保や正社員への転換の推進を図る

ための措置を講ずべきこととされています。 



 

63 
第２章第２節 

 (８) 多様で安心できる働き方の導入促進【継続】

〔厚生労働省〕 

正規・非正規の二極化を解消し、雇用形態にかか

わらず、労働者の希望に応じて、安心して生活で

きる多様な働き方を実現するため、「『日本再興戦

略』改訂2014」（2014年６月24日 閣議決定）にお

いて、「働き方改革の実現」の一つとして「職務

等を限定した『多様な正社員』の普及・拡大」が

盛り込まれました。2016年度においては、「多様

な正社員」の導入事例や、非正規雇用労働者の正

社員化の取組事例の収集、ホームページで周知・

啓発を図るとともに、シンポジウムや企業向けセ

ミナー等で社会的機運の醸成を図るほか、「多様

な正社員」の導入を検討している企業への支援と

して業種ごとのモデル就業規則の作成やコンサ

ルティング等を実施しました。 

詳細は…http://www.tayou-jinkatsu.jp/ 

 

２．女性の再就職や就業継続の支援等 

 

(１) マザーズハローワーク事業【拡充】〔厚生労

働省〕 

2015年度においては全国184か所のマザーズハ

ローワーク・マザーズコーナーにて、子育てをし

ながら就職を希望する女性に対して、子ども連れ

で来所しやすい環境を整備するとともに、担当者

制によるきめ細かな就職支援、求人情報や地方公

共団体等との連携による子育て情報等の提供など、

再就職に向けた総合的かつ一貫した支援を行いま

した。 

2016年度においては、事業拠点の増設等、マザ

ーズハローワーク事業を拡充しています。 

詳細は…http://www.mhlw.go.jp/kyujin/mother.html 

 

(２) 女性医師への支援【継続】〔厚生労働省〕 

女性医師の方々の出産や育児といった様々なラ

イフステージに対応して、安心して業務に従事で

きる勤務環境を整備するため、再就業を希望する

女性医師への支援、退職した女性医師に対する復

職支援や離職防止を行う都道府県への支援等を行

っています。 

【女性医師支援センター事業】（2006年度～） 

日本医師会に委託し、2007年１月に開設した女

性医師バンクにおいて、再就業を希望する女性医

師の就職相談、就業斡旋等の再就業支援等を行い

ます。 
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2016年度 

求人5,071件、求職  770名、就業  443件 

詳細は…http://www.med.or.jp/joseiishi/ 

 

【女性医師等就労支援事業】（2008年度～） 

出産・育児及び離職後の再就業に不安を抱える

女性医師等に対し、各都道府県において受付・相

談窓口を設置して、復職のための研修受け入れ医

療機関の紹介や出産・育児等と勤務との両立支援

のための助言等を行い、また、医療機関において

仕事と家庭の両立ができる働きやすい職場環境の

整備を行うことにより、離職防止や再就業の促進

を図ります。 

2015年度 相談窓口設置都道府県数：39都道県 

 

(３) 女性の職業キャリアの継続が可能になる環

境の整備【継続】〔厚生労働省〕 

労働者が性別により差別されることなく、また、

働く女性が母性を尊重されつつ、その能力を十分

に発揮できる雇用環境を整備するため、男女雇用

機会均等法の履行確保とともに、男女労働者間に

事実上生じている格差解消のための企業の自主的

かつ積極的な取組（ポジティブ・アクション）の

促進を図っています。 

また、女性の活躍を一層推進するため、2016年

４月に完全施行された女性活躍推進法の周知や一

般事業主行動計画の策定支援、助成金の支給等に

より、同法に基づく取組の促進を図っています。 

 

①男女雇用機会均等法等の着実な施行 

男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法に沿

った男女均等取扱いや妊娠、出産、育児休業等を

理由とする不利益取扱いの禁止、セクシュアルハ

ラスメント対策が徹底されるよう指導等を行って

います。 

2014 年 10 月に男女雇用機会均等法第9条第３

項の適用に関して初の最高裁判決が出されたこと

を踏まえ、2015年１月には妊娠、出産、育児休業

等を「契機として」なされた不利益取扱いは原則

として法違反となることを通達で明確化し、男女

雇用機会均等法等の周知徹底や企業に対する積極

的な報告徴収・是正指導等を行っています。 

また、事業主と労働者の間に紛争が生じた場合

には、都道府県労働局長による紛争解決の援助及

び機会均等調停会議による調停により、円滑かつ

迅速な解決を図っています。 

さらに、事業主による妊娠、出産、育児休業等

を理由とする不利益取扱いは、既に男女雇用機会

均等法等で禁止されていますが、近年、上司・同

僚からの嫌がらせなども問題となっています。そ

のため、2016 年３月 30 日に男女雇用機会均等法

及び育児・介護休業法が改正され、2017年1月1

日から、上司・同僚からの言動により妊娠、出産、

育児休業等をした労働者の就業環境が害されるこ

とのないよう、妊娠、出産、育児休業等に関する

ハラスメントの防止措置を講じることが事業主に

義務付けられました。改正法の積極的な周知を通

じて、着実な施行を図っています。  

 

②女性の活躍推進に向けた取組 

○女性活躍推進法の成立 

女性の活躍を一層推進するために、2015年8月

28日に女性活躍推進法が成立しました。同法によ

り、2016年4月1日から、国、地方公共団体、常

時雇用する労働者の数が301人以上の民間事業主

は、自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分

析、それらを踏まえた行動計画の策定、自社の女

性の活躍に関する情報公表が義務付けられていま

す（300人以下の事業主については努力義務）。同

法の周知や事業主への取組支援を通じて、同法の

着実な施行を図っています。 

○女性活躍推進法に基づく認定の取得促進 

女性活躍推進法では、行動計画の策定及び策定

した旨の届出を行った事業主のうち、女性の活躍

推進に関する状況等が優良な事業主に対する３段

階の認定制度を設けており、認定を受けた企業は、

その段階に応じて認定マークが付与され、名刺等

に表示することにより、認定企業であることを対

外的にアピールすることができます。多くの企業

が認定を目指すよう、認定制度について周知する

とともに、認定申請に向けた取組の推進を図って

います。 
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女性活躍推進法に基づく認定マーク 

＜1段階目＞ ＜２段階目＞ ＜３段階目＞ 

 

 

 

 

 

○女性の活躍状況の開示促進 

厚生労働省では、「女性の活躍・両立支援総合サ

イト」を内閣府の「女性の活躍『見える化』サイ

ト」と統合し、「女性の活躍・両立支援総合サイト」

内に新たに「女性の活躍推進企業データベース」

を立ち上げ、女性の活躍状況の情報公表を促進し

ています。 

詳細は…http://www.positive-ryouritsu.jp/  

 

○女性の活躍促進に積極的に取り組む企業への助

成金の支給（女性活躍加速化助成金） 

女性の活躍促進に積極的に取り組む企業に対す

る助成金制度を実施しています。 

 

○行動計画策定支援ツールの作成・普及 

女性活躍推進法に基づく自社の女性活躍の状況

把握、課題分析、行動計画の策定を容易に行える

行動計画策定支援ツールを策定し、企業の取組を

支援しています。 

詳細は… 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000

0091025.html  

 

○「均等・両立推進企業表彰（均等推進企業部門）」

の実施 

ポジティブ・アクションを積極的に推進してい

る企業を公募して、「均等・両立推進企業表彰」を

実施しています。 

 

(４) 女性の活躍促進のための能力開発支援【拡

充】〔厚生労働省〕 

2016 年度からキャリア形成促進助成金「育休

中・復職後等人材育成訓練」について、訓練時間

の要件を「20時間以上」から「10時間以上」と緩

和しており、引き続き事業主に対して育休中の者

等を対象とした訓練経費や賃金の一部を助成して

います。 

詳細は… 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/k

oyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html 

 

(５) 社会参画につながる女性の学びの促進【拡

充】〔文部科学省〕 

 一旦離職した女性人材が学びを通じて再び社会

参画することを促進するため、地域において女性

が学びを通じて活躍したグッド・プラクティスの

収集及びその普及と情報交換、情報発信のため、

2016 年９月と 2017 年２月に「女性の学び応援フ

ェスタ」を実施しました。 

また、若者のライフプランニングを支援するた

め、高校生が進路選択に当たって、就職のみなら

ず結婚、出産、育児などのライフイベントを踏ま

えた生活の在り方についても総合的に考えること

ができるよう、教材を作成し、ライフデザイン構

築のための学びを推進しています。 

 

(６) 地域と教育機関の連携による女性の学びを

支援する保育環境の在り方の検討【新規】〔文

部科学省〕 

大学等の教育・研究機関において、女性が子

育てと学業・研究を安心して行うことができる

よう、大学等と地域の双方にとって有用な保育

施設や保育サービスの提供について関係主体

と連携して検討するとともに、調査研究や実証

的検証を通じて、先進事例の課題やグッド・プ

ラクティスを把握し、地域と連携した大学等の

教育機関における保育環境整備の仕組みづく

りのモデルを構築・普及することにより、女性

の学びを支援する保育環境の充実を図ってい

ます。 

 

(７) 女性研究者の活躍の促進【継続】〔文部科学

省〕 

大学や公的研究機関における、研究と出産・育

児・介護等を両立できるようにする環境を整備す

る取組や、女性研究者の研究力向上を通じたリー

ダー育成を推進する取組を支援する事業を行って



 

66 
第２章第２節 

います。具体的には、研究環境のダイバーシティ

実現のための目標・計画等の設定、研究支援者の

配置、相談体制の整備等の取組、女性研究者同士

の共同研究の支援 や各種セミナーの開催等の取

組を支援することで、女性研究者の活躍の促進を

図っています。 

 

(８) 出産・育児による研究中断からの復帰支援

【拡充】〔文部科学省〕 

男女を問わず優れた研究者が、出産・育児によ

る研究中断後に円滑に研究現場に復帰することが

できるように、研究奨励金を支給しています。 

 

(９) 地域における女性活躍推進モデル事業【継

続】〔内閣府〕 

育児・介護等の経験をいかした地域活動等、民

間団体の知見・ノウハウをいかして柔軟かつきめ

細かに地域の課題を解決する先進的な取組を試行

的に実践・検証し、成果を広く共有し他地域への

横展開を図っています。（2016年６団体） 

 

(10) なでしこ銘柄【継続】〔経済産業省〕 

「女性活躍推進」に優れた上場企業を「中長期

の企業価値向上」を重視する投資家にとって魅力

ある銘柄として紹介することを通じて、そうした

企業への投資を促進し、各社の取組を加速化して

いくことを狙いとして、東京証券取引所と共同で、

2012年度から実施しています。 

まず、「女性活躍推進」の観点について、①女性

のキャリア支援と、②仕事と家庭の両立支援の二

つの側面からスコアリングを行い、さらに、財務

面（ＲＯＥ）からのスクリーニングを行い、各業

種代表として、2015 年度は 45 社を選定・公表し

ました。 

2017 年３月に 2016 年度の選定企業を公表予定

です。 

詳細は… 

http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/diversi

ty/nadeshiko.html 

 

 

 

(11) 新・ダイバーシティ経営企業100選【継続】

〔経済産業省〕 

仕事と生活の両立支援等を行い、女性や外国人、

高齢者、障害者等、多様な人材の能力を最大限発

揮させることにより、イノベーションの創出、生

産性向上等の成果を上げている企業等を表彰する

「ダイバーシティ経営企業100選」を2012年度か

ら実施してまいりました。 

様々な規模・業種の企業における「ダイバーシ

ティ経営」（多様な人材をいかし、その能力が最大

限発揮できる機会を提供することで、イノベーシ

ョンを生み出し、価値創造につなげている経営）

への積極的な取組を「経済成長に貢献する経営力」

として評価し、その取組をベストプラクティスと

して広く発信することで、ダイバーシティ推進の

すそ野を広げることを目的としています。 

2016年度は重点テーマとして「長時間労働是正、

多様で柔軟な働き方の推進」「経営層への多様な人

材の登用」「グローバルビジネスの展開における外

国人の活躍」を設定し、「新・ダイバーシティ経営

企業100選」を実施します。 

2017年３月に、2016年度の表彰式を開催予定で

す。 

詳細は… 

http:/www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/diversit

y/kigyo100sen/index.html 

 

 

 

  

 

(12) 女性や高齢者の起業支援【継続】〔経済産

業省〕 

①創業・第二創業促進補助金 

起業する上で、資金調達は大きな課題となって

います。このような状況下、起業・創業を促進し、

地域の新たな需要の創造や雇用の創出を図り、我

が国経済を活性化させることを目的として、経済

産業省では店舗借入費や設備費等の創業に要する

費用の一部を補助しており、2017 年１月現在、

12,010件の事業計画を採択しています。（P） 

補助金では、「特に創業の促進に寄与する」とさ

〔「なでしこ銘柄」ロゴマーク〕 

〔「新・ダイバーシティ経営企業100選」ロゴマーク〕
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れる特定創業支援事業※を受ける者に限定するこ

とで、より支援の重点化を図り、認定市区町村等

から進捗状況管理や定期的なフォローアップを行

うことにより、事業計画が円滑に実行されるよう

支援することとしています。※ 

 

②創業スクール事業 

地域プラットフォームに属する認定支援機関や

産業競争力強化法に基づき認定を受けた創業支援

事業者が「創業スクール」を開催し、創業予備軍

の掘り起こしを始め、創業希望者へ基本的知識の

習得からビジネスプランの策定までの支援を行い

ます。 

また、創業スクール受講後も実施主体となる支

援機関等が受講者のフォローアップを実施します。 

さらに、2015年度に190スクール、256コース

実施し、2016 年度（2017 年１月現在）では 122

スクール、136コース実施しています。 

 

③中小企業支援ポータルサイト「ミラサポ」 

中小企業・小規模事業者や起業を目指す方が、

誰でも簡単に補助金などの公的支援情報を入手で

きる他、時間や場所にとらわれず自由に専門家・

先輩経営者等と情報交換や相談ができる支援サイ

ト「ミラサポ」を運用しています。 

詳細は…「ミラサポ」で検索してください。 

 www.mirasapo.jp/ 

 

④女性、若者／シニア起業家支援資金 

多様な事業者による新規事業の成長を支援する

ため、女性、若者（30 歳未満）又は高齢者（55 歳

以上）のうち新規開業して概ね７年以内の者に対

して、低利の融資を行っています。 

1999 年４月（制度創設）から2016年３月末ま

でに、138,547件、7,139億円の融資を実施しまし

た。 

（中小企業事業） 

詳細は…

http://www.jfc.go.jp/n/finance/search/02_zyoseikigy

ouka_m_t.html 

（国民生活事業） 

詳細は… 

http://www.jfc.go.jp/n/finance/search/02_zyoseikigy

ouka_m.html 

 

⑤新創業融資制度 

新たに事業を始める方や事業を開始して間もな

い方に、事業計画（ビジネスプラン）の審査によ

り、無担保・無保証人で融資する新創業融資制度

です。 

2001 年７月（制度創設）から2016年9月末ま

でに、173,602件、6,185億円の融資を実施しまし

た。（P） 

詳細は… 

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/04_shinsogyo

_m.html 

 

⑥再挑戦支援資金 

廃業歴のある方など、一定の要件に該当する方

であって、新たに事業を始める方又は事業開始後

概ね７年以内の者を支援する貸付制度です。女性、

若者または高齢者が経営者の場合は金利を優遇し

ます。 

2007 年４月から 2016 年 9 月末までに、6,142

件、240億円の融資を実施しました。 

詳細は… 

・中小企業事業 

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/04.html 

・国民生活事業 

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/05_rechallen

ge_m.html 

 

３．高年齢者等の再就職や就業継続の支援等 

 

(1) 企業における高年齢者の就労促進【継続】 〔厚

生労働省〕 

生涯現役社会の実現を推進するため、高年齢者

の雇用環境の整備や高年齢の有期契約労働者を無

期雇用へ転換する事業主に対し「高年齢者雇用安

定助成金」を支給するほか、65歳以降の継続雇用

延長や 65 歳以上への定年引上げ等を行う事業主

等に対し「65歳超雇用推進助成金」の支給を行っ

ています。 

詳細は… 
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http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koy

ou_roudou/koyou/koureisha/index.html 

 

また、2016 年度から主要なハローワーク 80 か

所に高年齢者専用の「生涯現役支援窓口」を設置

し、特に65歳以上の方に重点を置いて本人の状況

に応じた職業相談や職業紹介、高年齢者向けの求

人開拓などの再就職支援を実施しています。 

詳細は… 

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-1160000

0-Shokugyouanteikyoku/0000118598.pdf 

さらに、高年齢者の雇用を支援するため、事業

主団体や公共職業安定機関との協力のもと、雇用

を前提とした技能講習及び技能講習修了後の面接

会等を一体的に実施する「シニアワークプログラ

ム事業」を実施しています。 

 

(2) 高年齢者が地域で働ける場や社会を支える活

動ができる場の拡大【継続】〔厚生労働省〕 

高年齢者が地域で活躍できる環境を整備するた

め、2016年度から、地方自治体が中心となって構

成される「協議会」等からの提案に基づき、地域

における高年齢者の就労促進に資する事業を行う

「生涯現役促進地域連携事業」を創設しました。 

また、定年退職後等に、地域社会に根ざした臨

時的かつ短期的又は軽易な就業を通じた社会参加

を希望する高年齢者に対して、その希望に応じた

就業機会を確保・提供するシルバー人材センター

事業を推進しています（2016年３月末現在、シル

バー人材センターの団体数は1,282団体、会員数

は約72万人）。2016年度より「高年齢者等の雇用

の安定等に関する法律」（昭和46年法律第68号）

が改正され、シルバー人材センターにおける業務

について、派遣・職業紹介に限り、週40時間まで

の就業が可能となりました。 

 

(3) 高齢社会対策総合調査【継続】 〔内閣府〕 

 高齢者の意識やその変化を把握するため、高齢社

会対策の施策分野別のテーマ（「就業・所得」、「健

康・福祉」、「学習・社会参加」、「生活環境」等）

を設定した高齢社会対策総合調査を実施しています。

2015年度は「高齢者の意識と生活に関する国際比較

調査」、2016 年度は「高齢者の経済・生活環境に関

する調査」を実施しました。 

詳細は… 

http://www8.cao.go.jp/kourei/ishiki/kenkyu.html 

 

(4) 新・ダイバーシティ経営企業 100 選【継続】

〔経済産業省〕 

（再掲）ｐ.66参照 

 

(5) 女性や高齢者の起業支援【継続】〔経済産業省〕 

 （再掲）ｐ.66参照 

 

(6) 疾病を抱える労働者の就労継続に向けた支援

【継続】〔厚生労働省〕 

職場においても労働力の高齢化が進むことが見

込まれる中で、疾病を抱えた労働者の治療と職業

生活の両立への対応が必要となる場面はさらに増

えることが予想されます。現状、がん等の疾病を

抱える労働者の中には、仕事上の理由で適切な治

療を受けることができず、離職に至ってしまうケ

ースもあります。 

このような中、厚生労働省としては、疾病を抱

えた労働者の就労継続による疾病の増悪を防止す

るため、事業場において適切な就業上の措置によ

り治療に対する配慮が行われるよう、その具体的

な取組の進め方等をまとめた「事業場における治

療と職業生活の両立支援のためのガイドライン

（2016年２月23日公表）」を作成し、都道府県労

働局や産業保健総合支援センター等において普及

を図っています。 

また、病気休暇を始め、特に配慮を必要とする

労働者に対する休暇制度について、事業主を対象

とするセミナーの開催、休暇導入事例集の作成等

により、普及を図っています。 

詳細は… 

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-1120000

0-Roudoukijunkyoku/0000116659.pdf 

 

４．男性の子育て参加の支援・促進 

 

(１) 男性の育児休業の取得促進【継続】〔厚生労

働省〕 
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（再掲）ｐ.39参照 

 

(２) 家事・育児参画等に向けた男性の意識改革

（男性にとっての男女共同参画の推進）【継続】

〔内閣府〕 

内閣府では、男性の意識改革への普及啓発活動

等を展開しています。 

 

①男性の家事・育児等参加応援事業 

男性の家事・育児等の家庭生活への参画につい

て、男性自身やパートナー等が考えるきっかけと

なる機会を提供し、国民全体の気運の醸成、意識

改革を促進することを目的とした広報事業を

2016年度に実施しました。 

 具体的には、夫婦間のコミュニケーションツー

ルとなる「夫婦が本音で話せる魔法のシート ○

○家作戦会議」を開発・公開し、これを活用した

ワークショップを開催しました。 

詳細は・・・「夫婦が本音で話せる魔法のシート ○○

家作戦会議」 

http://www.gender.go.jp/public/sakusenkaigi/index.h

tml 

 

②「男性の暮らし方・意識の変革に関する専門調

査会」における調査・検討    

働き方改革と表裏一体として女性活躍を加速す

るため、2016 年 10 月 7日に、男女共同参画会議

に、「男性の暮らし方・意識の変革に関する専門調

査会」を設置しました。この専門調査会において、

男性の暮らし方・意識の変革に向けた方策につい

て、調査・検討を行っています。 

 

③男性の意識啓発のためのスマートフォン用アプ

リケーションの発信 

男性の家事・育児等への参画に向けて、男性が

家事・育児等を身近に感じるとともに、家事・育

児等を継続的に行うことを通じて充実感や楽しさ

を感じてもらうため、スマートフォン用アプリケ

ーション「Let'sさんかくアプリ〜男性の家事・育

児に向けて〜」を発信しています。 

詳細は… 

http://www.gender.go.jp/policy/sokushin/ouen/home/m

enshousework/lets_sankaku.html 

 

５．多様な子育て支援の推進など育児・介護の社

会的基盤づくり 

 

(１) 一億総活躍社会の実現に向けた取組【新規】

〔内閣官房〕 

デフレ脱却が見えてきた今こそ、我が国の構造

的な問題である少子高齢化に真正面から立ち向か

うことが重要です。若者もお年寄りも、女性も男

性も、難病や障害のある方々も、一度失敗を経験

した人も、みんなが活躍できる「一億総活躍社会」

を創るため、「戦後最大のＧＤＰ６００兆円」、「希

望出生率１．８の実現」、「介護離職ゼロ」という

３つの明確な目標を掲げ、それぞれ「希望を生み

出す強い経済」、「夢を紡ぐ子育て支援」、「安心に

つながる社会保障」という新三本の矢を放ちます。 

この一億総活躍社会の実現に向けたプランの策

定等に係る審議に資するため、「一億総活躍国民会

議」（以下「国民会議」という。）が設置され、2016

年５月18日の一億総活躍国民会議（第８回）では、

「ニッポン一億総活躍プラン」（案）が取りまとめ

られ、同年６月２日閣議決定されました。 

ニッポン一億総活躍プランでは、保育・介護の

受け皿整備を図るため、保育については2017年度

末までの待機児童の解消に向け、必要な受け皿を

拡大するとともに、介護については、2020年代初

頭までの整備拡大量を 50 万人分以上に拡大して

います。また、求められる保育・介護サービスを

提供するための人材の確保に向けて、安定財源を

確保しつつ、保育士や介護人材の処遇改善、多様

な人材の確保・育成、生産性向上を通じた労働負

担の軽減、さらには、安心・快適に働ける環境の

整備を推進するなどの総合的対策を示しました。

高い使命感と希望を持って、保育士や介護職の道

を選んだ人たちを応援します。 

また、ニッポン一億総活躍プランでは、新たな

三本の矢の目標の達成に向けて、どのような施策

をいつ実行するのかを「ロードマップ」の形で提

示しています。ロードマップでは、個別の政策課

題ごとに、関連する施策を列挙し、可能な限り定

量的な指標も掲げながら、施策の検討・実施時期
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を具体的に期限を区切って定めています。ロード

マップの進捗状況については、今後継続的に調査

し、必要に応じて見直しを行っていきます。 

 

(２) 「子ども・子育て支援新制度」の着実な実施

【継続】〔内閣府〕 

幼児教育・保育、地域の子ども・子育て支援の

充実を目的として、①認定こども園、幼稚園、保

育所を通じた共通の給付及び小規模保育等への給

付の創設、②認定こども園制度の改善、③地域の

実情に応じた子ども・子育て支援の充実等を主な

内容とする「子ども・子育て支援新制度」が、2015

年４月から本格施行されました。これに伴い、内

閣府に「子ども・子育て本部」が設置され、子ど

も・子育て支援法上の企画立案や給付事務の執行

を一元的に内閣府が所管することとなりました。

学校教育法体系及び児童福祉法体系との整合性確

保の観点から、文部科学省及び厚生労働省と連携

しながら「子ども・子育て支援新制度」を着実に

実施します。 

また、2016年度予算では、消費税率の引上げが

延期される中、必要な「量的拡充」はもちろん、

消費税率 10％への引上げを前提に実施を予定し

ていた「質の向上」を全て実施するために必要な

予算(国・地方合わせて5,939億円)を確保するこ

とができました。一方で、更なる「質の向上」を

図るため、１兆円超程度の財源が必要とされてお

り、引き続きその確保に最大限努力します。さら

に、新制度の施行状況をフォローアップすること

等により、その着実な実施に取り組みます。 

詳細は… 

http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/meeting/ind

ex.html 

 

(３) 事業所内保育施設に対する支援【継続】〔内

閣府・厚生労働省〕 

（一部再掲）ｐ.41参照 

 

(４) 待機児童解消に向けた取組の充実【拡充】〔内

閣府、厚生労働省、文部科学省〕 

2013年４月に「待機児童解消加速化プラン」を

策定し、2013 年度から 2017 年度末までの５年間

で新たに 50 万人分の保育の受け皿を確保するこ

ととしており、2013 年から 2015 年度の３か年で

合計約31.4万人分の保育の受け皿拡大を達成し、

2017 年度末までの５か年の合計では、約 48.3 万

人分の保育の受け皿拡大を見込んでいます。2016

年度補正予算においても保育の受け皿整備の前倒

しを図るため、保育所等の施設整備費を上積みし

ています。 

さらに、2016年度から実施している企業主導型

保育事業により、約５万人分の保育の受け皿拡大

を進めていくとともに、幼稚園においても、関係

事業の要件の柔軟化や補助の増額により、地域の

状況に応じた待機児童の積極的な受入れを促進し

ています。 

また、保育の受け皿拡大に伴い必要となる保育

人材の確保に向けて、処遇改善や新規資格取得者

の確保、就業継続支援、離職者の再就職支援など

総合的な対策を講じていくこととしています。

2015年度補正予算においては、保育士の業務負担

軽減のための保育補助者の雇上費についての貸付

や、事務の省力化のための保育所のＩＣＴ化を支

援することにより、勤務環境の改善を図るととも

に、潜在保育士の再就職時の就職準備金等につい

て新たに貸付を行っています（貸付については、

一定期間勤務した場合に返還免除）。さらに、2016

年度補正予算において、保育士の就職準備金の貸

付等の拡充を行います。 

また、保育士等の人件費について、国家公務員

の給与改定に準じた内容を公定価格に反映するこ

とにより、保育士等の待遇改善を図ることとして

います。 

上記に加え、「ニッポン一億総活躍プラン」（2016

年６月２日閣議決定）において、「「経済財政運

営と改革の基本方針 2015」 等に記載されている

更なる「質の向上」の一環としての２％相当の処

遇改善を行うとともに、予算措置が執行面で適切

に賃金に反映されるようにしつつ、キャリアアッ

プの仕組みを構築し、保育士としての技能・経験

を積んだ職員について、現在４万円程度ある全産

業の女性労働者との賃金差がなくなるよう、追加

的な処遇改善を行う」こととしており、2017年度

から実施します。さらに、保育士試験を年２回実
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施する都道府県の大幅拡大、朝夕の時間帯におけ

る保育士配置要件の弾力化などの多様な担い手の

活用、2017年1月から3月の間を「保育士確保集

中取組キャンペーン」期間として、保育士の就職

促進を集中的に行うことなどにより、保育人材確

保の取組を着実に推進することとしています。 

 

(５)「放課後子ども総合プラン」の推進【拡充】

〔厚生労働省、文部科学省〕 

共働き家庭等の「小１の壁」を打破するととも

に、次代を担う人材を育成するため、全ての就学

児童が放課後等を安全・安心に過ごし、多様な体

験・活動を行うことができるよう、一体型を中心

とした放課後児童クラブ及び放課後子供教室の計

画的な整備等を進めます。2019年度末までに、放

課後児童クラブについて、約122万人分を整備す

ること、全小学校区（約２万か所）で放課後児童

クラブ及び放課後子供教室を一体的に又は連携し、

うち１万か所以上を一体型で実施することを目指

します。 

さらに「ニッポン一億総活躍プラン」において

は、放課後児童クラブについて、経験等に応じた

職員の処遇改善や業務負担軽減対策を進めるとと

もに、約122万人分の整備を2018年度末に実現す

るための方策を検討することとしています。 

 

①放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） 

共働き家庭など留守家庭の小学生に対して、小

学校の余裕教室や児童館などで、放課後に適切な

遊びや生活の場を与えて、その健全な育成を図っ

ています。 

 

放課後児童クラブの設置状況【2016年５月１日

現在】 

 ・全国23,169か所   （対前年1,011か所増） 

 ・登録児童数1,093,085人（対前年68,450人増） 

詳細は… 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000

0027098.html 

 

②放課後子供教室 

広く地域住民の参画を得て、放課後や週末等に

学校の余裕教室等を活用して、学習活動や様々な

体験・交流活動等の機会を提供する取組を支援し

ています。 

放課後子供教室の実施状況【2016年度】  

・16,027 教室 

 

(６) 家庭教育支援の充実【継続】〔文部科学省〕 

社会経済の変化に伴い、家庭教育が一層困難に

なっていることを踏まえ、全ての親が安心して家

庭教育を行えるよう、地域人材の養成や家庭教育

支援チームの組織化、学校等との連携により、地

域の実情に応じて情報や学習機会の提供、相談対

応等を行う取組を支援しています。 

家庭教育支援 実施箇所数【2016年度】 

・3,955 箇所（※） 

詳細は…http://katei.mext.go.jp/index.html 

※補助事業を活用している数であり、地方単独財源で実

施している数は含まない。 

※学習講座や家庭教育支援チーム等のいずれかの家庭

教育支援の取組を実施する小学校区数から算出。 

※2016年10月の交付決定時の箇所数。 

 

(７) 青少年の体験活動の推進【継続】〔文部科学

省〕 

2013年１月の中央教育審議会答申「今後の青少

年の体験活動の推進について」において指摘され

たように、体験活動は、青少年の社会性や豊かな

人間性を育むために重要な役割を果たしています。

そこで、青少年の体験活動の推進を図るため、家

庭や企業等を対象に体験活動の理解を求めていく

普及啓発に取り組むとともに、青少年の自然体験

活動に関連する様々な団体等をネットワーク化し、

情報交換や共同実施等を円滑にするための「地域

プラットフォーム」の形成を支援しています。 

さらに、「教育CSRシンポジウム」として、企業

が社会貢献活動の一環として行っている青少年の

環境保全活動や自然体験活動などの事例を全国に

普及するとともに、優れた取組を行っている企業

を表彰すること等により、青少年の体験活動の機

会の充実を図っています。 

 

(８) 少子化社会対策大綱の推進【継続】〔内閣府〕 
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（再掲） ｐ.37参照 

 

(９) 地域・まちなか商業活性化支援事業（地域商

業自立促進事業）【継続】〔経済産業省〕 

「地域商業自立促進事業」において、商店街振

興組合等が行う商店街活性化の取組のうち、地域

住民のニーズを踏まえた子育て・高齢者交流施設

等の整備など、商店街等による地域コミュニティ

の形成に向けた取組や少子高齢化に対応した取組

に対する補助を実施しています。 

 

(10) 預かり保育推進事業（私立高等学校等経常費

助成費等補助金）【継続】〔文部科学省〕 

預かり保育を実施する私立の幼稚園又は幼保連

携型認定こども園に対して、特別な助成を行う都

道府県に補助しています。 

預かり保育推進事業補助実績【2015年度】 47

都道府県 

・対象幼稚園数 5,153園 

 

(11) 子供の生活習慣づくり支援事業【継続】〔文

部科学省〕 

生活環境や社会の影響を受けやすい子供の基本

的な生活習慣を定着させるため、家庭や学校、地

域にとどまらず、仕事と生活の調和のとれた社会

を実現していく観点から、企業などを含めた社会

全体の問題として、企業や保護者向けパンフレッ

トを作成し、子供の生活習慣づくり支援を推進し

ています。 

2014年度には、家庭教育支援や地域の学習講座、

学校における教育活動等において幅広く活用いた

だくための、中高生等向け普及啓発資料及び指導

者用資料を作成しました。これらの資料を活用し

た中高生を中心とした子供の生活習慣改善のため

の実証研究を、2015年度から実施し、2016年度は

８地方公共団体で実施しています。 

 

(12) 認定こども園の設置促進【継続】〔文部科学

省〕 

認定こども園の設置促進を図るため、都道府県

を対象に認定こども園施設整備交付金や教育支援

体制整備事業費を交付し、認定こども園へ移行す

るために必要な施設の整備等（既存の認定こども

園の機能の拡充も含む。）や保育教諭確保に向けた

免許取得支援、遊具等の整備支援等の教育環境整

備に要する経費を支援しています。 

また、2015年４月１日より子ども・子育て支援

新制度が施行され、二重行政の解消や財政支援の

改善などが図られています。 

 

〔参考〕認定こども園 

幼稚園、保育所等のうち、 

①就学前の子供に幼児教育・保育を提供する機能（保護

者が働いている、いないにかかわらず受け入れて教

育・保育を一体的に行う機能） 

②地域における子育て支援を行う機能（すべての子育て

家庭を対象に、子育て不安に対応した相談活動や親子

の集いの場の提供などを行う機能） 

を備える施設を、都道府県が「認定こども園」として認定

しています。 

（2016年４月１日現在認定こども園数：4,001件） 

詳細は…http://www.youho.go.jp/ 

 

６．職業能力の形成支援に係る労働市場の社会的

基盤の整備 

 

(１) 職業能力の形成支援に係る労働市場のイン

フラの充実【継続】〔厚生労働省〕 

（再掲）ｐ.48参照 

 

(２) 若年者等に対する職業キャリアの支援【継

続】〔厚生労働省〕 

（再掲）ｐ.49参照 

 

(３) 求職者支援制度による安定した就職の支援

【継続】〔厚生労働省〕 

（再掲）ｐ.50参照 

 

(４) 企業におけるキャリア形成の取組支援【拡

充】〔厚生労働省〕 

（再掲）ｐ.50参照 


